
f
w主
局
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ル

第
五
十
二
巻

第

競

卒
成
五
年
十
二
月
護
行

宋

初

の

配

流

と

配

軍

辻

正

博

は

じ

め

に

一
府
軍
の
成
立
|
|
特
に
牢
域
部
隊
に
つ
い
て
|
|

二
減
死
一
等
の
刑
|
|
配
流
刑
|
|

三
配
軍
刑
ー
ー
も
う
ひ
と
つ
の
「
減
死
一
等
の
刑
」

1
1
4

H

奏
裁
件
数
の
削
減

同
努
役
刑
か
ら
配
軍
刑
へ
|
|
』
縞
盗
法
の
改
正

日
迫
放
刑
的
要
素
の
導
入
|
|
』
強
盗
法
の
改
正

お

わ

り

に

- 1ー

は

じ

め

331 

七
世
紀
前
半
に
骨
格
が
定
ま
っ
た
唐
律
の
刑
罰
瞳
系
は
、
宋
代
以
降
も
形
の
上
で
は
承
け
纏
が
れ
て
い
っ

し
、
唐
か
ら
宋
に
か
け
て
の
大
き
な
祉
舎
襲
革
の
波
の
な
か
で
、
法
制
も
襲
化
を
蝕
儀
な
く
さ
れ
、
律
の
五
刑
(
答
・
杖
・
徒
・
流
・
死

た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

し
も、

〉
の
具
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瞳
相
は

前
代
と
大
き
く
異
な
る
も
の
と
な
っ
た
。

(
1〉

は
、
相
首
の
布
離
が
生
じ
て
い
た
。

否

唐
代
に
お
い
て
す
で
に
、

現
買
に
執
行
さ
れ
る
刑
罰
と
律
の
規
定
と
の
あ
い
だ
に

か
か
る
翻
貼
に
立
っ
て
、

(

2

)

 

わ
た
く
し
は
先
に
唐
代
の
流
刑
に

つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
。
そ
の
際
、
五
代
・
宋
に
現
れ
る
「
配
毅
」
な

る
刑
罰
と
流
刑
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
一
瞥
し
た
の
で
あ
る
が
、
特
に
宋
代
の
部
分
に
つ
い
て
は
考
察
が
不
十
分
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う。

本
稿
は
、
宋
初
、

つ
ま
り
太
租
朝
か
ら
員
宗

・
仁
宗
朝
に
い
た
る
時
代
の
贋
義
の
「
自
由
刑
」
、

具
瞳
的
に
は
配
流
と
配
軍
と
に
つ
い
て
考
察

を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
前
稿
の
不
備
を
比
二
か
な
り
と
も
補
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

流
L 

論
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
ま
で
宋
代
の
法
制
を
論
ず
る
場
合
に
ほ
と
ん
ど
同
義
語
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
観
の
あ
る

「
配
隷
」

(
3
)
 

若
干
の
説
明
を
し
て
お
き
た
い
。

配

「
配
軍
」
の
三
つ
の
用
語
に
つ
い
て

そ
も
そ
も
こ
れ
ら
の
語
は

そ
の
原
義
を
異
に
す
る
。

配

線
」
の
語
は
本
来
、
隷
属
を
-意
味
す
る
。
た
と
え
ば

『
唐
律
疏
議
』
名
例
第
二
人
保
疏
議
は
、

太
常
一耳
目
撃
人
を
説
明
し
て

「
倶
に
こ
れ
配
線

- 2 ー

の
色
に
し
て
、
州
豚
に
属
さ
ず
、
唯
だ
太
常
に
属
す
」
と
言
う。

「
倶
に
」
と
あ
る
の
は
、

そ
の
前
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
工
戸
・
集
戸
・
雑
戸

も
含
め
て
「
配
隷
の
色
」
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
唐
律
で
は
、
州
臓
に
屈
さ
ず
に
園
家
の
機
関
に
隷
属
す
る
人

・
戸
を
指
し
て
こ
の

語
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
「
園
家
の
機
関
に
隷
属
さ
せ
る
」
と
い
う
か
な
り
贋
い
意
味
を
も
っ
言
葉
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一方、

「
配
流
」
は
「
流
」
、

つ
ま
り
追
放
刑
の
執
行
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
り
、

律
の
流
刑
は
も
と
よ
り
、

皇
帝
の
判
断
に
よ
っ
て
行
な
わ

れ
る
追
放
刑
を
執
行
す
る
際
に
も
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
「
配
軍
」
は
、
軍
陵
へ
の
編
入
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
三
つ
の
語
は

木
来
の
意
味
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
語
を
次
の
よ
う
に
巨
別
し
て
使
用
し
た
い
。
ま
ず
、
皇
一
帝
の
剣
断
に
よ

り
執
行
さ
れ
る
追
放
刑
を
「
配
流
」

刑
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
律
(
『
宋
刑
統
』
)
に
定
め
ら
れ
た
流
刑
は
、
こ
の
中
に
は
含
ま
れ
な
い
。
な
ぜ

(

4

)

 

な
ら
、
宋
初
に
制
定
さ
れ
た
折
杖
法
に
よ

っ
て
、
流
刑
は
追
放
刑
の
性
格
を
喪
失
し
て
し
ま
ア
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
宋
代
で
は
、
刑
罰
と
し

て
罪
人
を
府
軍
と
い
う
雑
役
部
隊
に
編
入
す
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
「
配
軍
」
刑
と
稿
す
る
。

る
蹟
い
一
意
味
の
言
葉
で
あ
り
、
混
凱
を
避
け
る
た
め
本
稿
で
は
用
い
ぬ
こ
と
と
す
る
。

「
配
隷
」
は、

こ
の
二
つ
の
刑
罰
を
包
含
す



府
軍
の
成
立
1

1
特
に
牢
域
部
隊
に
つ
い
て
|
|

か
つ
て
滋
賀
秀
三
氏
は
、
上
代
か
ら
近
代
ま
で
の
中
園
の
慶
義
の
自
由
刑
を
通
観
さ
れ
、
宋
代
の
最
も
普
通
の
刑
罰
と
し
て
瞥
杖
・
脊
杖
と

編
配
と
を
奉
げ
、
後
者
に
つ
い
て
衣
の
よ
う
な
説
明
を
加
え
ら
れ
た
。

宋
王
朝
の
支
配
が
確
立
し
て
卒
和
が
恢
復
す
る
と
、
死
刑
に
一
該
賞
す
る
無
闇
に
多
数
の
犯
人
の
う
ち
、
大
部
分
に
つ
い
て
死
一
等
を
滅
ず

る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
既
述
の
五
刑
の
上
に
新
た
な
刑
種
が
護
生
し
た
。
配
軍
(
ま
た
配
隷
・
配
流
と
も
い
う
。
皐
に
配
と
い
え
ば
こ
の
刑
を

(

5

)

 

意
味
す
る
)
、
編
管
、
罵
管
な
る
刑
名
が
こ
れ
で
あ
り
、
絡
橋
し
て
編
配
と
い
う
。

氏
の
設
に
よ
れ
ば
、

「
配
軍
」
は
「
配
流
」
と
同
一
の
刑
罰
で
あ
っ
て
、
廟
軍
ハ
地
方
の
雑
軍
)
へ
の
編
入
を
一
意
味
し
、
本
来
の
死
刑
を
特
に
滅

克
す
る
代
わ
り
に
行
な
わ
れ
た
と
い
う
。
確
か
に
、

(

6

)

 

記
述
し
て
お
り
、
氏
の
考
え
は
こ
れ
ま
で
の
停
統
の
上
に
立
つ
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
配
流
と
配
軍
と
で
は
、
本
来
の
意
味
が
異
な
る
。

『
宋
史
』
刑
法
志
や
沈
家
本
『
歴
代
刑
法
考
』
な
ど
は
、
配
流
と
配
軍
と
を
匿
別
せ
ず
に

そ
れ
が
『
宋
史
』
以
来
、
同
じ
刑
罰
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
の
は
、

い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
配
流
刑
が
死
刑
の
下
に
置
か
れ

- 3 ー

た
の
は
、
律
の
五
刑
と
同
じ
護
想
で
あ
り
理
解
し
や
す
い
。
し
か
し
唐
代
後
牟
の
軍
隊
の
祉
曾
的
な
地
位
を
考
え
る
と
、
配
軍
刑
が
「
減
死
一

等
の
刑
」
と
し
て
宋
朝
の
刑
罰
瞳
系
に
組
み
込
ま
れ
る
ま
で
に
は
、
何
ら
か
の
歴
史
的
経
緯
が
あ
ア
た
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
配
軍
刑
の
受
け
皿
と
な
る
府
軍
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
宋
史
』
兵
志
は
、
庸
軍
の
成
立
に
つ
い
て
「
建
陸
初
年
、
諸
州
の
軍
隊
か
ら
世
勇
な
兵
士
を
都
に
迭
っ
て
禁
軍
に
編
入
し
、
そ
れ
以
外
の

(
7〉

兵
士
は
本
城
に
留
め
て
、
更
成
(
一
定
期
開
ご
と
に
駐
屯
地
を
繁
え
る
)
や
教
練
を
行
な
う
こ
と
な
く
、
お
お
む
ね
雑
役
に
従
事
し
た
」
と
説
明
す

(
8〉

る
が
、
責
際
に
は
府
軍
は
五
代
の
中
頃
か
ら
す
で
に
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
嘗
時
の
兵
士
は
、
専
ら
逃
亡
を
防
止
す
る
た
め
、
通
常
顔
面
に

(
9〉

入
れ
墨
を
施
さ
れ
て
い
た
〈
刺
面
、
懸
面
)
。
こ
の
場
合
の
入
れ
墨
は
、

刑
罰
と
し
て
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
上
代
に
行
な
わ
れ
た

肉
刑
の
ひ
と
つ
、
黙
刑
と
同
一
視
す
る
の
は
正
し
く
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
は
唐
以
前
に
は
な
く
、
唐
末
、
責
集
の
観
以
後
は
じ
め
て
行
な
わ

333 
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(

叩

)

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
各
藩
鋸
聞
の
抗
争
激
化
に
伴
な
う
逃
亡
兵
士
の
増
加
と
兵
士
不
足
、
そ
れ
に
劃
す
る
軍
律
の
強
化
な
ど
が

そ
の
背
景
に
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
兵
士
は
た
と
い
逃
亡
し
て
も
、
捕
ま
れ
ば
顔
面
に
刻
さ
れ
た
所
属
部
除
名
が
手
が
か
り
と
な
っ
て

原
隊
に
連
れ
戻
さ
れ
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
首
尾
よ
く
遁
手
を
逃
れ
た
者
は
、
州
鯨
の
迫
捕
の
手
が
届
か
ぬ
山
海
に
集
ま
り
、
盗
賊

(

日

〉

化
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
か
か
る
朕
況
の
下
で
、
兵
士
の
祉
曾
的
地
位
は
急
速
に
低
下
し
て
い
っ
た
。

宋
代
、
罪
人
の
配
軍
先
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
た
牢
域
指
揮
(
あ
る
い
は
軍
、
倍
。
本
稿
で
は
「
牢
域
部
隊
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
〉
は
、

的
な
府
軍
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
全
園
の
ほ
と
ん
ど
の
州
に
設
置
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
部
陵
と
て
最
初
か
ら
罪
人
ば
か
り
を
牧
容
し
て

最
も
代
表

い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

(

ロ

)

牢
域
部
隊
の
起
源
は
唐
末
に
ま
で
遡
る
。
し
か
し
こ
れ
以
前
に
も
、
そ
の
先
腫
と
お
ぼ
し
き
部
隊
が
存
在
し
た
。
呼
稽
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、

(

日

)

「
防
城
」
の
名
で
呼
ば
れ
る
部
隊
は
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
の
任
務
は
、
衣
の
「
卜
瑳
墓
誌
」
の
記
述
か
ら
城
塞
の
防
禦
を
固
め
る
こ
と
に

(
元
和
九
年
(
八
一
四
〉
)
司
空
巌
公
(
続
)
、
こ
の
邦

(
H山
南
東
道
〉
を
主
ど
る
に
及
び
、
ま
た
そ
の
才
を
重
ん
じ
、
同
押
街
・
防
域
及
び

と
と
の

車
防
都
知
兵
馬
使
に
補
充
し
、
井
せ
て
宮
園
馬
禾
等
を
勾
嘗
せ
し
む
。
州
府
以
て
粛
い
、
域
陸
虞
れ
無
し
。
三
軍
読
を
足
ら
し
、
寓
馬
の

(

M

)

 

常
稼
あ
り
。

- 4 ー

あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
。

(

日

)

年
城
兵
士
を
指
し
て
「
牢
城
防
禦
兵
士
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら
、
牢
域
部
陵
は
「
防
城
」
部
陵
の
延
長
上
に
位
置
し
、
本
来
は
城
塞
の

〔
補
註
〕

防
備
を
固
め
る
こ
と
を
主
た
る
任
務
と
す
る
部
陵
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

(

日

)

牢
城
部
隊
の
統
率
・
指
揮
に
は
、
牢
城
使
(
ま
た
は
都
牢
城
使
〉
が
嘗
っ
た
。

「
章
君
靖
建
永
昌
案
記
」

(
『
金
石
積
編
』
巻
二
一
)
は
、
唐
末
の

乾
寧
二
年
(
八
九
五
)
に
昌
州
刺
史
・
昌
普
漁
合
四
州
都
指
揮
使
の
章
君
靖
が
永
昌
案
を
築
い
た
こ
と
を
記
念
し
て
刻
さ
れ
た
題
記
で
あ
る
が
、

本
文
に
績
い
て
列
記
さ
れ
た
軍
将
の
リ
ス
ト
に
よ
り
章
君
靖
磨
下
の
軍
構
成
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
「
嘗
州
軍
府
軍
府
官
節

級」、

つ
ま
り
章
君
靖
の
根
接
地
た
る
昌
州
(
現
四
川
省
大
足
豚
)
の
軍
賂
に
次
の
よ
う
な
者
が
い
る
(
抜
粋
)
。



節
度
押
街
・
昌
元
豚
令
・
充
牢
城
使
・
銀
青
光
乱
脈
大
夫
・
検
校
園
子
祭
酒
粂
御
史
大
夫
・
上
柱
園
意
賓

節
度
先
鋒
兵
馬
使
・
充
牢
城
都
虞
候
・
銀
車
円
光
時
大
夫
・
検
校
園
子
祭
酒
粂
御
史
・
上
柱
圏
呉
士
倫

司
節
度
副
使
・
品
米
軍
事
押
街
・
充
左
右
南
脂
都
虞
候
・
牢
域
判
官
蘇
家
口

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
昌
州
に
あ
っ
た
牢
域
部
隊
に
属
す
る
武
持
で
あ
り
、
牢
域
使
の
指
揮
の
下
、
都
虞
候
・
判
官
ら
が
寅
務
を
行
な
っ
て
い
た

と
推
測
さ
れ
る
。

牢
域
部
陵
が
藩
鎮
諸
軍
内
で
占
め
る
地
位
は
、
少
な
く
と
も
唐
末
か
ら
五
代
前
期
ま
で
は
、
決
し
て
低
く
な
か
っ
た
。
黄
由
来
の
観
直
後
の
光

啓
三
年
(
八
八
七
)
四
月
、
准
南
で
左
庸
都
知
兵
馬
使
畢
師
鐸
が
、
軍
の
要
職
に
あ
っ
て
専
権
を
ふ
る
っ
て
い
た
呂
用
之
ら
を
討
つ
ベ
く
、
節

帥
高
餅
に
反
旗
を
翻
し
、
治
所
の
揚
州
を
包
圏
す
る
事
件
が
起
こ
司
た
。
高
餅
は
揚
州
域
防
衛
の
た
め
、
従
子
で
前
左
金
吾
衛
将
軍
の
高
傑
を

(
幻
〉

都
牢
城
使
に
任
命
し
、
「
親
信
五
百
人
を
以
て
こ
れ
に
給
」
し
た
と
い
う
。
揚
州
城
が
畢
師
鐸
の
手
に
落
ち
よ
う
と
す
る
間
際
、
高
傑
は
目
用

之
を
捕
う
べ
く
牢
城
兵
を
率
い
て
子
域
(
内
城
)
か
ら
出
撃
し
た
が
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
こ
の
時
高
傑
が
率
い
た
兵
を
、
新
蓄
『
唐
書
』
は

(
時
〉

と
も
に
「
牙
兵
」
と
記
す
。
牙
兵
と
は
節
度
使
曙
下
の
中
一
該
部
陵
で
あ
る
。
こ
の
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
唐
末
に
お
け
る
牢
城
使
の
扱
い
は

(
川
口
〉

さ
ら
に
重
用
さ
れ
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
牢
城
使

- 5一

決
し
て
低
く
は
な
く
、

む
し
ろ
重
要
な
戦
闘
で
兵
を
率
い
出
撃
し
て
戦
功
を
立
て
、

と
そ
の
麿
下
の
牢
城
兵
は
、
こ
の
時
黙
で
は
ま
だ
藩
鎮
の
軍
陵
内
部
で
然
る
べ
き
地
位
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
牢
域
部
隊
の
地
位
は
い
つ
頃
か
ら
低
下
し
て
い
っ
た
の
か
。
日
野
開
三
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
五
代
の
州
丘
ハ
(
府
軍
〉
は
時
代
を
経
る
に

(

却

〉

つ
れ
て
劣
弱
化
の
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
う
。
氏
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
州
兵
中
の
強
壮
者
が
待
遇
の
良
い
臨
直
軍
、
つ
ま
り
節
帥
の
親
衛
軍
に

吸
牧
さ
れ
た
こ
と
、
中
央
政
府
の
集
権
策
に
よ
り
禁
軍
の
強
化
・
地
方
軍
の
弱
化
が
特
に
五
代
中
期
か
ら
推
進
さ
れ
、
州
兵
の
強
批
者
が
禁
軍

ハ
幻
〉

に
引
き
抜
か
れ
た
こ
と
を
奉
げ
て
お
ら
れ
る
。
確
か
に
後
唐
の
清
泰
二
年
(
九
三
五
)
に
は
「
牢
域
防
禦
兵
士
」
の
不
足
が
俸
え
ら
れ
て
お
り
、

か
か
る
趨
勢
は
こ
の
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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績
く
後
菅
・
天
一
隅
八
年
(
九
四
三
)
に
、
流
亡
人
戸
を
無
闇
に
戸
籍
に
つ
け
た
膏
吏
を
「
決
脊
杖
十
八
、

刺
面
、

配
本
慮
牢
城
執
役
」
に
慮
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(

勾

)

す
る
よ
う
定
め
た
詔
救
が
下
さ
れ
、
迭
に
罪
吏
が
牢
域
部
隊
に
迭
り
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
司
た
。
し
か
し
こ
れ
は
何
も
牢
城
部
隊
に
限
司
た

編
入
す
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
と
で
は
な
い
。
全
般
的
な
兵
士
不
足
の
た
め
で
あ
ろ
う
、
こ
の
頃
、
従
来
な
ら
恩
赦
の
針
象
と
な
ら
ぬ
こ
と
の
多
か
っ
た
凶
悪
犯
を
軍
隊
に

(
幻
〉

持
佼
行
劫
及
び
殺
人
を
犯
し
た
者
に
射
し
、
罪
を
赦

天
一
帽
六
年
(
九
四
一
)
の
大
赦
で
は
、

(
担
〉

売
す
る
代
わ
り
に
郷
里
か
ら
追
放
し
、
各
地
の
軍
隊
に
編
入
し
て
い
る
し
、
開
運
元
年
(
九
四
四
〉
の
大
赦
で
は
、
赦
克
さ
れ
た
強
盗
犯
の
う

(お
)

(

M

m

)

ち
希
望
者
を
「
配
軍
牧
管
」
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
こ
と
は
、
後
周
に
な
る
と
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
ら
し
く
、
む

し
ろ
犯
罪
者
以
外
の
者
を
牢
域
部
隊
に
編
入
し
た
例
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
顛
徳
五
年
(
九
五
八
)
、
中
書
省
は
、
後
漢
の
乾
枯
年
間
以
来

の
俸
戸
制
麿
止
を
上
奏
し
て
裁
可
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
中
央
・
地
方
各
官
臆
及
び
州
豚
官
の
課
戸
・
荘
戸
・
俸
戸

・
柴
炭
紙
筆
戸
等
は
解
放

さ
れ
て
一
般
の
戸
籍
に
つ
け
ら
れ
た
。
こ
の
時
、
以
後
も
績
け
て
こ
れ
ら
の
戸
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
戸
は
「
本
州
に
仰
せ
て
軍
戸

(

幻

)

に
勃
充
し
、
本
州
の
牢
城
に
配
し
て
執
役
」
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

「
軍
戸
」
と
し
て
戸
籍
上
一
般
民
戸
と
別
扱
い
を
受
け
る
者
が
牢
域
部

陵
に
編
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
牢
域
部
隊
へ
罪
人
を
編
入
す
る
と
い
う
後
耳
目
以
来
の
流
れ
が
、

そ
の
ま
ま
宋
代
の
配
軍
刑
に
結
び
つ
い
た
わ
け

- 6 ー

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
先
の
天
一
幅
八
年
の
詔
や
顛
徳
五
年
の
中
書
の
上
奏
に
あ
る
よ
う
に
、
牢
域
部
隊
が
「
執
役
」
つ
ま
り
雑
役
に
従
事
す
る
部
隊
に
獲
質

し
て
い
た
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。

五
代
前
期
に
は
ま
だ
藩
鎮
軍
内
で
然
る
べ
き
地
位
を
占
め
て
い
た
牢
域
部
隊
は
、

そ
の
後
の
中
央
集
権

策
の
進
展
に
反
比
例
し
て
弱
睦
化
し
て
ゆ
き
、
雑
役
部
隊
へ
の
道
を
歩
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
五
代
の
牢
域
部
隊
に
は
、
必
ず
し
も
罪
人
の

み
が
送
り
込
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
宋
代
に
入
司
て
か
ら
直
ち
に
こ
の
朕
況
が
一
慶
し
た
と
も
考
え
難
い
。

で
は
一
睡
い
つ
か
ら
配
軍
が
園

家
の
刑
罰
瞳
系
の
中
に
組
み
込
ま
れ
、
牢
域
部
陵
が
罪
人
ば
か
り
を
牧
容
す
る
部
隊
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
衣
-一
章
で
は
、
宋
朝
初
期
の
死

刑
減
克
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
問
題
解
決
の
糸
口
を
探
る
こ
と
と
す
る
。



減
死
一
等
の
刑
|
|
配
流
刑
|
|

唐
代
後
半
か
ら
五
代
に
か
け
て
、
特
に
盗
罪
や
専
頁
法
違
反
に
封
す
る
刑
罰
は
、
敷
に
よ
っ
て
著
し
く
強
化
さ
れ
た
。
新
し
き
統
一
王
朝
た

ら
ん
と
す
る
宋
朝
は
、
前
代
の
峻
法
に
よ
っ
て
無
闇
に
増
加
し
た
死
刑
囚
の
敷
を
減
ら
す
た
め
、
法
そ
の
も
の
を
緩
和
す
る
一
方
で
、
皇
帝
一
の

賓
質
的
判
断
に
よ
る
死
刑
の
減
刑
を
行
な
?
た
。
死
一
等
を
減
ぜ
ら
れ
た
罪
人
の
受
け
皿
と
し
て
用
意
さ
れ
た
の
が
、
配
流
刑
に
他
な
ら
な

い
。
宮
崎
市
定
氏
が
正
し
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

「
宋
初
の
配
流
と
い
う
刑
は
、
唐
律
の
流
刑
で
は
な
く
し
て
、
死
刑
の
代
刑
で
、
し
か
も

(
m
A
)
 

天
子
の
特
恩
に
よ
る
も
の
」
な
の
で
あ
る
。

刑
統
で
は
、
死
罪
の
嫌
疑
の
固
ま
っ
た
者
に
つ
い
て
、

(

怨

〉

に
な
っ
て
い
る
(
上
請
〉
。
ま
た
宋
代
で
は
、
盗
罪
・
専
買
法
違
反
・
軍
人
の
犯
罪
な
ど
に
劃
す
る
、
教
に
よ
る
刑
罰
規
定
の
中
に
、
犯
し
た
罪

一
定
の
僚
件
を
満
た
す
場
合
に
特
別
に
上
奏
し
、
皇
帝
の
寅
質
的
判
断
を
仰
ぐ
こ
と

(
賊
額
な
ど
〉
が
一
定
の
基
準
を
超
え
る
と
上
請
・
奏
裁
を
行
な
う
よ
う
定
め
る
も
の
が
存
在
す
る
。
上
請
の
場
合
、
皇
一
帝
は
犯
罪
者
の
情
肢

を
酌
量
し
、
死
一
位
一
寸
を
減
刑
す
る
こ
と
が
多
か
司
た
。
ま
た
上
請
以
外
に
も
、
死
刑
囚
に
つ
い
て
、
法
と
情
肢
と
の
聞
に
懸
隔
が
あ
る
場
合
や

情
理
に
慣
れ
む
べ
き
貼
の
あ
る
場
合
、
法
の
適
用
に
疑
慮
が
生
じ
た
場
合
に
、
奏
裁
つ
ま
り
皇
一
一
帝
の
敷
裁
を
請
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
場
合

(

初

〉

も
死
一
等
を
減
ぜ
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。

- 7ー

「
減
死
一
紘
一
寸
の
刑
」
す
な
わ
ち
死
刑
の
代
替
刑
と
し
て
配
流
刑
を
用
い
る
こ
と
は
、
唐
代
で
も
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
時
に
杖
刑
の
併

(

況

)

科
を
伴
っ
た
。
こ
れ
は
律
の
流
刑
と
は
系
統
を
異
に
す
る
、
い
わ
ば
超
法
規
的
な
慮
罰
で
あ
る
。
宋
朝
も
こ
れ
に
倣
っ
て
皇
帝
の
剣
断
に
よ
っ

て
死
刑
を
減
じ
た
場
合
に
、
罪
人
を
僻
遠
の
地
に
放
一
巡
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
も
そ
も
停
統
的
中
園
法
に
お
い
て
は
、
皇
一
帝
一
は
常
に
法
の
上
に

(
M
M
)
 

あ
っ
て
、
法
の
規
定
に
と
ら
わ
れ
ぬ
裁
定
を
行
な
う
擢
能
を
有
し
て
い
た
。
皇
帝
は
律
に
定
め
ら
れ
た
も
の
以
外
に
、
詔
教
に
よ
っ
て
刑
罰
を

『
大
唐
六
典
』
に
は
、
皇
一
一
帝
が
濁
自
に
行
な
う
こ
と
が
で
き
た
慮
罰
が
以
下
の
如
く
列
島
争
さ
れ
て
い
る
。

下
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
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九
そ
律
法
の
外
に
、
殊
旨
別
敷
有
り
、

則
ち
死

・
流
・
徒
・
杖

・
除
克
の
差
有
り
〈
謂
う
こ
こ
ろ
、

殊
旨
別
敷
有
り
と
は
、

宜
殺
却
、
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五代の配流地

みで 後梁 後唐 後晋 後j莫 後周 合計

嶺南 1 2 3 

剣南 2 2 

河北 4 4 

河東 7 1 8 

関内 6 5 1 12 

山 南 3 3 1 3 10 

河南 3 2 8 13 

その他 1 1 

合計 l 28 9 3 12 53 

表一

宜
慮
童
、
宜
慮
死
、
宜
配
遠
流
、
宜
流
却
、
配
流
若
干
里
及
某
慮
、

宜
配
流
却
遣
、
宜
徒
、
宜
配
徒
若
干
年
、
至
到
興
一
頓
、
興
重
杖
一

頓
、
輿
一
一
般
痛
杖
、
決
杖
若
干
、
宜
慮
流
、
依
法
配
流
、
依
法
配
流

若
干
里
、
宜
慮
徒
、
依
法
配
徒
、
興
徒
罪
、
依
法
慮
徒
若
干
年
、
輿

杖
罪
、
興
除
名
罪
、
興
克
官
罪
、
輿
克
所
居
官
罪
な
り
。
皆
な
刑
部

(

お

)

奉
じ
て
こ
れ
を
行
う
)
。

「
殊
旨
別
教
」
と
は
、
律
の
枠
外
に
あ
る
皇
帝
の
救
裁
に
よ
る
慮
罰
に

他
な
ら
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
刑
罰
に
も
死
・
流
・
徒
・
杖

と
い
う
律
の
五
刑
に
類
似
し
た
瞳
系
が
採
ら
れ
て

い
た
こ
と
で
あ
る
。
敷

- 8ー

裁
に
よ
る
死
刑
減
克
の
結
果
と
し
て
追
放
刑
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
律
の

刑
罰
瞳
系
か
ら
見
て
も
、

ま
た
敷
に
よ
る
刑
罰
瞳
系
か
ら
見
て
も
ご
く
自

然
な
瑳
想
で
あ
ろ
う
。

さ
て
唐
代
の
場
合
、
配
流
入
が
迭
ら
れ
る
先
は
お
お
む
ね
痘
痛
の
地
、

(
引
品
)

嶺
南
道
と
決
ま
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
五
代
に
な
っ
て
こ
の
地
方
が
華
北

王
朝
の
版
固
か
ら
は
ず
れ
る
と
、

配
流
地
も
襲
化
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
表
一
は

『
奮
五
代
史
』

『
新
五
代
史
』

『
責
治
通
鑑
』

『
加
府
元

亀
』
に
記
録
さ
れ
た
五
代
の
配
流
件
数
を
、

王
朝
別
・
配
流
地
方
別
に
示

し
た
も
の
で
あ
る
(
地
方
医
分
は
便
宜
上
、
唐
代
の
道
に
従
っ
た
)
。
お
お
ま
か

に
言
っ
て
、
後
菅
ま
で
は
華
北
(
特
に
沿
透
地
方
)
に
、
後
漢
か
ら
は
河
南



(お〉

道
(
ほ
と
ん
ど
が
登
州
の
沙
門
島
〉
・
山
南
道
(
商
州
・
房
州
等
)
に
配
流
さ
れ
た
例
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

宋
初
に
お
い
て
も
、
主
な
配
流
地
は
五
代
後
期
と
ほ
と
ん
ど
襲
わ
ら
な
い
。
一
般
に
「
園
初
は
各
地
に
諸
勢
力
が
割
援
し
て
い
た
た
め
、
五

(
M
m
〉

代
の
制
度
に
な
ら
い
、
罪
人
を
お
お
む
ね
西
北
方
の
漫
境
地
帯
に
配
流
し
て
い
た
」
と
言
わ
れ
、
恩
赦
に
よ
り
死
刑
を
克
ぜ
ら
れ
て
西
北
遁
境

(

幻

)

に
配
流
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
賓
態
か
ら
言
え
ば
か
か
る
傾
向
は
後
E

固
ま
で
に
特
に
顕
著
な
の
で
あ
り
、
後
漢
以
降
の
傾
向
は
北
宋

を
通
し
て
努
わ
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
代
表
格
は
沙
門
島
で
あ
り
、
南
方
へ
の
配
流
が
太
宗
朝
に
始
め
ら
れ
て
か
ら
も
、

一
貫
し
て
最
も
苛
酷
な

配
流
地
で
あ
り
績
け
た
。

と
こ
ろ
で
、
奏
裁
に
よ
っ
て
死
刑
囚
の
数
を
減
少
さ
せ
る
と
い
う
宋
朝
の
岨
刑
政
策
は
ど
の
よ
う
な
結
果
を
招
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
宋
初

で
は
奏
裁
を
行
な
う
場
合
、
罪
人
を
赴
閥
、

つ
ま
り
都
ま
で
謹
選
す
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

宋
初
に
定
め
ら
れ
た
専
貰
法
ハ
堕

法
・
茶
法
)
に
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
罪
人
を
赴
繍
せ
し
め
て
皇
帝
一
の
敷
裁
を
仰
ぐ
か
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
盟
法
で
は
、
建
隆
二
年
(
九
六

(
お
)

一
)
法
が
輩
盟
の
貰
買
・
域
内
持
ち
込
み

(
三
十
斤
以
上
〉
の
場
合
に
上
請
す
る
こ
と
を
定
め
た
ほ
か
、
太
平
輿
園
二
年
(
九
七
七
〉
二
月
法
で
は

- 9 ー

密
造
(
一
百
斤
以
上

γ
禁
法
地
分
へ
の
盟
持
ち
込
み
(
二
百
斤
以
上
〉
・
輩
瞳
の
買
買
・
域
内
持
ち
込
み
〈
五
百
斤
以
上

γ
密
買
(
不
持
伎
・
不
担

拝
、
配
役
三
年
に
相
賞
す
る
盛
量
)

〈

ぬ

)

っ
て
い
る
。
ま
た
茶
法
で
は
、
太
卒
輿
園
二
年
法
が
、
茶
を
生
産
す
る
州
鯨
の
民
が
直
接
に
茶
を
販
買
し
た
場
合
ハ
一
千
貫
以
上
〉
や
権
茶
務
の

(
的
問
)

官
吏
が
官
茶
を
盗
ん
で
販
貰
し
た
場
合
(
三
貫
以
上
)
、
い
ず
れ
も
顔
面
に
入
れ
墨
を
し
て
赴
闘
さ
せ
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
。

(

4

)

 

罪
人
は
か
せ
を
著
け
て
都
ま
で
護
迭
さ
れ
る
が
、
途
中
で
死
亡
す
る
者
も
か
な
り
多
か
っ
た
。
ま
た
、
都
へ
の
道
中
で
罪
人
が
病
気
に
擢
つ

(

必

)

た
場
合
は
、
土
地
の
住
民
を
徴
裂
し
て
携
が
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
護
迭
の
聞
に
罪
人
が
逃
亡
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
防
止

(

必

)

す
る
た
め
に
、
護
、
迭
は
州
か
ら
州
へ
と
遁
迭
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
逃
亡
者
は
後
を
絶
た
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

(

必

〉

沙
門
島
や
逼
州
の
海
島
に
配
流
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
沙
門
島
の
場

の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、

脊
杖
二
十
に
虚
し
た
上
で
刺
面
し
て
都
に
走
り
、

皇
帝
一
の
剣
断
を
仰
ぐ
こ
と
と
な

都
に
着
い
た
罪
人
は
、

前
述
の
よ
う
に
死
一
等
を
減
ぜ
ら
れ
、

339 

合
、
配
流
人
の
監
督
に
は
沙
門
案
監
押
が
嘗
っ
た
が
、
私
怨
に
よ
り
配
流
人
を
虐
待
す
る
こ
と
も
多
く
、
提
黙
五
島
使
臣
が
さ
ら
に
監
押
を
監
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(
必
)

督
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

本
来
の
死
刑
を
克
ぜ
ら
れ
て
配
流
さ
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う
、
配
流
地
で
の
罪
人
の
生
活
は
相
嘗
に
苛
酷
で
あ
っ
た
。
罪
人
へ
の
食
糧
支
給
の

状
況
か
ら
も
、
そ
れ
は
容
易
に
窺
い
得
る。

大
中
詳
符
三
年
(
一

O
一
O
)
十
二
月
、
詔
す
ら
く
。

沙
門
島
の
流
人
に
は

口
糧
を
量
給
せ
よ
、

と

初
め
、
使
至
り
て
、
そ
の
拝
死

す
る
も
の
多
き
を
言
い
、
寂
莱
を
粗
給
せ
ら
れ
ん

こ
と
を
請
う
。
橿
密
副
使
馬
知
節
目
く。

流
入
に
康
食
の
理
無
し
、

(
必
)

れ
み
、
特
に
こ
の
詔
有
り
。

と
。一
帝
こ
れ
を
欄

園
家
か
ら
沙
門
島
の

「
流
人
」
に
食
糧
を
支
給
す
る
規
定
な
ど
従
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

刑
統
に
定
め
る
流
刑
は
、
折
杖
法
に
よ
り

「脊
杖

(

幻

)

+
配
役
」
と
積
み
替
え
て
執
行
さ
れ
、
質
際
に
遠
隔
地
に
強
制
移
住
さ
せ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
言
う

「
流
人
」
と
は
配
流
入

を
指
す
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
時
は
真
宗
の
特
別
の
計
ら
い
で
彼
ら
に
食
糧
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
け
れ
ど
も
、
制
度
と
し
て
確
立
し

二
十
数
年
後
の
景
枯
三
年
(
一

Q
三
ハ
)
に
、
沙
門
島
の
配
流
入
に
射
す
る
待
遇
改
善
を
求
め
た
建
議

(

必

)

が
因
子
博
士
虚
南
金
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
盛
り
込
ま
れ
た
配
流
人
へ
の
食
糧
支
給
案
は
採
用
さ
れ
ず
、
彼
ら
に
射
す
る
食
糧
の
支

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

- 10ー

ろ
ん
、

配
流
人
の
数
を
制
限
す
る
方
策
が
全
く
講
じ
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
沙
門
島
に
配
流
さ
れ
る
罪
人
の
数
が
減
少
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
も
ち

戚
卒
元
年
(
九
九
八
〉
に
と
ら
れ
た
決
の
措
置
は
そ
の

給
は
相
纏
わ
ら
ず
不
安
定
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。

ひ
と
つ
で
あ
る
。

詔
す
ら
く
。
雑
犯
死
に
至
り
て
貸
命
せ
ら
る
る
者
は
、
沙
門
島
に
配
す
る
を
須
い
ず
、
並
び
に
永
く
諸
軍
の
牢
城
に
配
せ
。
凶
悪

・
情
重

(

品

目

)

の
者
は
、
審
刑
院
奏
裁
せ
よ
、
と
。

(

印

)

雑
犯
死
罪
人
で
死
刑
を
克
ぜ
ら
れ
た
者
は
従
来
沙
門
島
に
配
流
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
原
則
と
し
て
各
地
の
牢
域
部
隊
に
編
入
し
、
そ
こ
に

終
身
所
属
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
沙
門
島
へ
の
配
流
人
の
数
が
劇
的
に
減
少
し
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。

罪
人
、
死
を
貸
さ
る
る
者
は
、
奮
と
多
く
沙
門
島
に
配
せ
ら
る
。

島
は
登
州
の
海
中
に
在
れ
ば

至
る
者
多
く
死
す
。
辛
巴

詔
す
ら



た

く
。
嘗
に
沙
門
島
に
配
す
べ
き
者
は
、
第
だ
贋
南
遠
悪
地
の
牢
城
に
配
す
ベ
し
、
贋
南
の
罪
人
は
乃
ち
嶺
北
に
配
せ
、
と
。
そ
の
後
亦
た

(

日

)

(
『
長
編
』
巻
一
一
九
、
景
祐
三
年
〈
一

O
三
六
〉
七
月
辛
巳
)

沙
門
島
に
配
せ
ら
る
る
者
有
り
。

仁
宗
の
治
世
に
な
っ
て
も
沙
門
島
に
迭
ら
れ
た
罪
人
は
、

お
そ
ら
く
前
述
の
如
き
待
遇
の
劣
悪
さ
が
原
因
で
、
多
く
の
者
が
落
命
し
て
い
た
。

こ
の
時
は
配
流
人
を
全
て
贋
南
遠
悪
州
軍
の
牢
城
部
隊
に
迭
る
よ
う
改
め
た
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
沙
門
島
へ
の
配
流
は
絶
え
る
こ
と
が
な
か

さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
沙
門
島
の
住
民
に
重
い
負
携
が
か
か
る
こ
と
に
な
っ
た
。

た

そ
の
結
果
、

嘉
一
昭
三
年
(
一

O
五
八
〉
に
な
さ
れ
た
京

東
轄
運
使
王
奉
元
の
上
言
は

登
州
沙
門
島
は
、
毎
年
約
罪
人
二
、
三
百
人
を
牧
む
る
も
、
並
び
に
衣
糧
無
く
、
只
だ
在
島
の
戸
八
十
能
家
、
傭
作
す
る
の
み
。
若
し
逐

(

臼

)

旋
に
去
除
せ
ざ
れ
ば
、
聞
ち
島
戸
は
贈
養
を
矯
し
難
か
ら
ん
。

と
、
島
民
が
配
流
入
の
衣
食
の
負
措
に
堪
え
か
ね
て
い
た
こ
と
を
停
え
て
い
る
。
沙
門
島
へ
の
配
流
を
め
ぐ
る
議
論
は
こ
の
後
も
事
あ
る
ご
と

(

臼

〉

に
な
さ
れ
た
が
、
結
局
こ
れ
と
い
っ
た
解
決
策
を
見
い
だ
せ
ぬ
ま
ま
、
北
宋
の
滅
亡
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。

-11ー

配
軍
刑
ー
ー
も
う
ひ
と
つ
の
「
減
死
一
等
の
刑
」
|
|

付

奏
裁
件
数
の
削
減

宋
朝
の
支
配
が
確
立
し
て
卒
和
が
快
復
す
る
と
、
死
刑
に
一
該
嘗
す
る
無
闇
に
多
数
の
犯
人
の
う
ち
、
大
部
分
に
つ
い
て
死
一
等
を
減
ず
る
た

〈

臼

)

め
の
手
段
と
し
て
、
律
の
五
刑
の
上
に
新
た
な
刑
種
が
護
生
し
た

|
lこ
れ
が
配
軍
刑
の
成
立
に
閲
す
る
こ
れ
ま
で
の
逼
読
で
あ
っ
た
。
し
か

し
前
-
章
一
で
論
じ
た
よ
う
に
、
皇
帝
の
寅
質
的
剣
断
に
よ
り
死
刑
が
減
刑
さ
れ
る
場
合
に
は
通
常
、
配
流
刑
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
死
刑

を
克
じ
た
罪
人
を
軍
隊
に
編
入
す
る
原
則
は
、
少
な
く
と
も
宋
朝
初
期
に
は
う
ち
立
て
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
宋
代
の
廟

(
日
〉

軍
、
な
か
で
も
牢
城
部
陵
が
専
ら
罪
人
を
牧
容
す
る
部
隊
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
動
か
ぬ
事
責
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
配
軍
刑

341 
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が
減
死
一
等
の
刑
罰
と
し
て
宋
朝
の
刑
罰
瞳
系
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
ゆ
く
過
程
を
徐
討
し
、
牢
城
部
隊
が
い
つ
頃
か
ら
罪
人
の
牧
容
施
設
と

し
て
の
機
能
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

多
す
ぎ
る
死
刑
囚
の
数
を
減
少
す
ベ
く
行
な
わ
れ
た
建
園
以
来
の
値
刑
政
策
は
、
奏
裁
件
数
の
増
加
を
招
き
、
罪
人
の
赴
闘
に
伴
う
弊
害
や

配
流
人
の
増
加
の
問
題
を
涯
生
し
た
。
膨
大
な
数
に
上
る
奏
裁
を
い
か
に
削
減
す
る
か
が
、
一
連
の
問
題
を
解
決
す
る
鍵
と
な
っ
て
い
た
。
奏

裁
が
行
な
わ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
さ
き
に
述
べ
た
が
、
貫
際
の
と
こ
ろ
、
地
方
か
ら
は
死
刑
囚
以
外
の
罪
人
に
つ
い
て
も
何
か
と
理
由
を
つ

け
て
奏
裁
が
行
な
わ
れ
た
。
太
卒
輿
園
七
年
(
九
八
二
)
、
改
革
は
ま
ず
こ
こ
か
ら
着
手
さ
れ
た
。

詔
し
て
白
く
。
朕
、
有
衣
肝
食
し
て
、
未
だ
嘗
て
暫
く
も
憂
第
を
志
わ
ず
。
職
を
分
ち
官
を
設
く
れ
ば
、
山
豆
に
動
痔
を
思
わ
ざ
る
べ
け
ん

や
。
況
ん
や
復
た
刑
名
至
っ
て
重
く
、
且
つ
州
郡
寒
に
繁
し
。
若
し
動
や
も
敷
裁
を
取
れ
ば
、
則
ち
何
ぞ
利
様
に
勝
え
ん
や
。
累
ね
て
詔

誌
を
行
な
う
と
雌
も
、
市
れ
ど
も
向
お
因
循
す
る
を
慮
か
る
。
仰
お
事
宜
有
れ
ば
、
更
め
て
篠
約
に
従
う
。
麿
て
諸
州
府
、
徒
・
流
罪
を

犯
せ
し
人
等
は
、
並
び
に
所
在
の
牢
城
に
配
隷
し
て
禁
鋼
し
、
闘
下
に
停
迭
す
る
を
須
い
ず
。
何
お
輔
り
に
案
臆
を
以
て
聞
奏
し
、
刑
獄

(
日
山
〉

を
稽
留
す
る
を
得
ず
、
並
び
に
所
在
に
て
決
遣
せ
よ
。
遣
う
者
は
そ
の
罪
を
論
ず
、
と
。

- 12ー

州
府
の
長
官
が
安
易
に
皇
一帝
の
救
裁
を
仰
い
で
い
た
こ
と
は
、
こ
の
詔
の
前
半
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

一
度
は
州
府
で
流
罪
や
徒

罪
に
量
刑
は
し
た
も
の
の
、
念
の
た
め
に
と
奏
裁
を
行
な
う
こ
と
に
よ
り
、
罪
人
は
都
へ
護
迭
さ
れ
、
そ
の
多
く
が
道
中
で
命
を
落
と
し
た
。

こ
の
前
年
、
江
南
西
路
輔
運
副
使
張
費
賢
は
、
都
に
護
遣
す
る
の
を
本
人
に
限
り
、
家
族
や
事
件
の
関
係
者
は
現
地
で
待
機
す
る
よ
う
制
度
の

(
閉
山
〉

改
正
を
求
め
る
上
奏
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
き
を
う
け
て
、
徒
罪
・
流
罪
を
犯
し
た
者
に
つ
い
て
、
情
肢
に
問
題
が
あ
り
従
来
な
ら

一
律
に
そ
れ
を
禁
じ
て
罪
人
を
赴
関
さ
せ
ず
、
各
州
府
が
決
杖
・
刺
面
の
後
に
現
地
の
牢
城
に
編
入
す
る
よ
う
に

奏
裁
を
行
な
う
場
合
で
も
、

改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
以
後
、
牢
城
へ
の
配
軍
は
刑
統
の
徒

・
流
刑
よ
り
も
重
い
刑
罰
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
奏
裁
の
封
象
と
な
っ
た
の
は
主
に
死
刑
囚
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
唐
末
五
代
に
強
化
さ
れ
た
盗
罪
・
事
買
法
違
反
・
軍
人

の
犯
罪
な
ど
に
劃
す
る
特
別
法
を
犯
し
て
死
罪
に
該
嘗
し
た
者
の
数
は
彩
し
か
っ
た
。
次
に
、
宋
朝
が
こ
う
し
た
特
別
法
を
改
正
す
る
こ
と
に



よ
り
死
刑
に
該
賞
す
る
者
の
敷
を
減
ら
し
、
奏
裁
件
数
の
削
減
を
園
る
過
程
を
、
購
盗
・
強
盗
罪
に
劃
す
る
法
規
を
例
に
考
察
す
る
。

仁)

制
労
役
刑
か
ら
配
軍
刑
へ
|
|
嬬
盗
法
の
改
正

(

印

叫

)

(

臼

)

唐
末
か
ら
五
代
に
か
け
て
の
窮
盗
罪
に
劃
す
る
刑
罰
は
、
律
の
規
定
よ
り
も
は
る
か
に
峻
酷
で
あ
っ
た
。
唐
・
建
中
三
年
(
七
八
二
)
の
「
賦

(

印

〉

満
三
匹
以
上
者
、
井
集
衆
決
殺
」
が
一
一
燥
の
基
本
線
で
は
あ
っ
た
が
、
財
を
得
な
く
て
も
死
刑
と
す
る
法
律
の
定
め
ら
れ
た
時
期
も
幾
度
か
現

(
町
山
)

れ
た
。
概
し
て
言
え
ば
、
盗
罪
に
関
し
て
は
「
杖
刑
か
然
ら
ざ
れ
ば
死
刑
」
と
い
う
朕
況
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

新
し
き
統
一
王
朝
た
ら
ん
と
す
る
宋
朝
は
、
こ
の
よ
う
な
巌
法
を
緩
和
す
る
方
向
で
法
の
改
正
を
行
な
っ
た
。
建
隆
二
年
(
九
六
一
)
の
改

(

臼

〉

(

臼

〉

正
は
、
絹
三
匹
を
鏡
三
千
(
八
十
陪
)
と
し
た
に
と
ど
ま
る
が
、
翌
三
年
に
は
、
次
の
よ
う
な
新
法
が
制
定
さ
れ
た
。

今
よ
り
後
、
嬬
盗
を
犯
し
、
賦
五
貫
文
足
陪
に
満
つ
れ
ば
、
慮
死
。
五
貫
文
に
満
た
ざ
れ
ば
、
脊
杖
二
十
を
決
し
、
配
役
三
年
。
三
貫
文

に
満
た
ざ
れ
ば
、
脊
杖
二
十
を
決
し
、
配
役
二
年
。
二
貫
文
に
満
た
ざ
れ
ば
、
脊
杖
十
八
を
決
し
、
配
役
一
年
。
一
貫
文
以
下
は
、
罪
を

量
り
て
科
決
す
。
〈
中
略
〉
慮
て
配
役
人
は
、
並
び
に
逐
鹿
に
重
役
せ
し
め
、
刺
面
せ
ず
、
満
つ
る
の
日
、
疏
放
す
。
そ
れ
女
口
は
配
役

(

臼

)

を
亮
ず
る
を
興
す
。

杖
刑
の
併
科
を
伴
な
う
傍
役
刑
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
黙
は
、
以
前
の
法
に
は
見
ら
れ
ぬ
特
徴
で
あ
る
。
配
役
人
は
原
則
と
し
て
現
住
地
で

「
重
役
」
に
服
し
、
顔
面
へ
の
入
れ
墨
は
施
さ
れ
な
か
っ
た
。
女
子
に
劃
す
る
傍
役
の
克
除
も
目
新
し
い
。

開
賓
二
年
(
九
六
九
)
に
は
、

9AV 

窮
盗
犯
の
う
ち
死
罪
に
一
憲
嘗
す
る
者
に
つ
い
て
、

(

臼

)

ぐ
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
奏
裁
の
封
象
と
な
っ
た
者
は
、
都
ま
で
護
迭
さ
れ
た
。
護
迭
に
先
だ
っ
て
、
罪
人
の
顔
面
に
は
入
れ
墨
が
施
さ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
開
賓
八
年
(
九
七
五
)
に
慶
南
路
に
限
っ
て
行
な
わ
れ
た
次
の
措
置
は
、
こ
の
推
測
を
助
け
る
も
の
で
あ
る
。

慶
州
言
え
ら
く
。
痛
盗
賊
五
貫
に
満
ち
死
に
至
る
者
は
、
詔
に
準
じ
て
嘗
に
奏
裁
す
べ
き
も
、
嶺
南
は
遅
遠
に
し
て
、
覆
按
稽
滞
す
れ

ば
、
請
う
ら
く
は
報
を
候
た
ず
し
て
こ
れ
を
決
せ
ん
こ
と
を
、
と
。
上
、
側
然
と
し
て
日
く
。
海
隅
の
俗
、
習
性
貧
冒
な
れ
ば
、
穿
欝
嬢

奏
裁
、

つ
ま
り
皇
帝
に
上
請
し
て
そ
の
賓
質
的
剣
断
を
仰

343 
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購
は
、
乃
ち
そ
の
常
な
り
、

と
。
庚
午
、
詔
す
ら
く
。
贋
南
の
民
、
縞
盗
を
犯
し
て
賦
五
貫
に
満
つ
る
者
は
、
止
だ
決
杖
、
賜
面
し
て
配

(

印

)

役
せ
し
め
、
十
貫
の
者
は
棄
市
せ
よ
、
と
。

本
来
な
ら
奏
裁
の
封
象
と
な
る
窮
盗
臓
五
貫
以
上
十
貫
未
満
の
者
に
つ
い
て
、
決
杖
の
の
ち
顔
面
に
入
れ
墨
を
し
て
傍
役
に
服
せ
し
め
る
よ
う

に
改
め
た
の
で
あ
る
。
従
来
は
遠
隔
地
で
あ
る
が
ゆ
え
に
奏
裁
に
閲
す
る
文
書
の
や
り
と
り
に
時
聞
が
か
か
っ
て
い
た
こ
と
が
前
半
で
述
べ
ら

れ
て
お
り
、
現
地
で
奏
裁
の
結
果
を
待
つ
の
が
嘗
時
の
逼
例
で
あ
っ
た
か
の
印
象
を
受
け
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
庚
南
の
特
殊
事
情
に
よ
る
と

(
m山
)

(

臼

)

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
太
卒
輿
園
二
年
(
九
七
七
)
の
瞳
法
・
茶
法
に
お
い
て
、
都
に
護
、
4

恋
さ
れ
る
罪
人
に
は
入
れ
墨
を
す
る
決
ま
り
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
類
推
し
て
、
死
罪
に
一
該
蛍
す
る
罪
人
は
も
と
も
と
護
送
前
に
蘇
面
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
庚
南

路
の
罪
人
は
都
へ
の
護
迭
を
克
除
さ
れ
た
が
、
他
地
域
と
の
均
衡
を
保
つ
た
め
鯨
面
は
不
可
飲
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

嬬
盗
の
臓
額
が
五
貫
以
上
十
貫
以
下
の
場
合
(
凶
悪
犯
を
除
く
〉
に
は
奏
裁
を
行
な
わ
ず
、

(

伺

)

「
所
在
の
徒
役
に
配
隷
」
す
る
、
す
な
わ
ち
現
住
地
で
傍
役
に
服
す
る
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
。
史
料
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
庚
南
路
に
限

定
し
て
行
な
わ
れ
た
前
述
の
開
質
八
年
法
と
の
類
似
か
ら
、
徒
役
に
服
す
る
罪
人
の
顔
面
に
は
入
れ
墨
が
施
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ

翌
年
の
薙
照
二
年
(
九
八
五
〉
に
制
定
さ
れ
た
籍
盗
法
に
は
、

太
卒
輿
園
九
年
(
九
八
四
)
に
は
、

決
杖
の
の
ち

- 14ー

る
。
傍
役
の
年
限
の
有
無
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

蘇
面
し
て
本
城
軍
に
編

入
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

縞
盗
、
十
貫
に
満
つ
る
者
は
奏
裁
せ
よ
。
七
貫
な
ら
ば
決
杖
、
蘇
面
し
て
本
城
に
隷
せ
し
む
。

(

叩

)

一
貫
な
ら
ば
一
年
。
他
は
奮
制
の
如
し
。

五
貫
な
ら
ば
配
役
三
年
、
三
貫
な
ら
ば
二

年

注
目
す
べ
き
は
、
各
州
に
置
か
れ
た
雑
役
部
隊
、
本
城
軍
へ
の
配
軍
が
刑
罰
と
し
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
改
正
で
は
、

建
隆
三
年
法
で
死
刑
と
な
る
賊
額
五
貫
以
上
の
部
分
を
手
直
し
し
、

死
刑
囚
、
換
言
す
れ
ば
奏
裁
の
数
を
減
ら
す
方
向
で
改
め
ら
れ
て
き
た
の

に
削
到
し
、
こ
の
改
正
で
は
、
務
役
刑
の
部
分
に
重
大
な
獲
更
が
加
え
ら
れ
た
。
表
ニ
は
、
建
隆
三
年
法
・
太
卒
輿
園
九
年
法
・
務
照
二
年
法
の

三
者
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。



表ニ

事笹 太 連隆
賊客員配 卒

九輿

年法 年法 園 年法
貫
) 

奏裁
奏 一
裁 。

ト一一一

杖決 杖決 九

慮 ト一一一

鯨
( 

面
黙 /¥. 
面
) 

ト一一一

隷城本 自己 七
隷 死

一 F斤 ト一一

自己 徒在
ム

役
ノ、

役 ト一一一

年 五

i!ie 配役 脊杖 配役 杖脊 四
役

ト一一

年 年 O 年 O

配役 脊杖 配役 脊杖
一

自己 年 O 年 O
役

配役 脊杖 役配 杖脊年
一一一 一一

年八 年八

薙
照
二
年
法
で
新
た
に
導
入

さ
れ
た
本
城
へ
の
配
軍
刑
は
、

建
隆
三
年
法
の
勢
役
刑
と
は
異

な
り
、
服
役
の
年
限
が
定
め
ら

れ
て
い
な
い
。
否
、
罪
人
た
ち

は
廟
軍
に
編
入
さ
れ
る
の
で
あ

る
か
ら
、

一
般
の
兵
士
と
同
じ
く
衣
糧
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
現
住
地
の
州
の
部
隊
に
迭
ら
れ
る
決
ま
り
で
あ
る
た
め
、

工
‘
こ
ま

T
4
μ
k
t
 

こ
と
と
な
っ
た
。

嬬
盗
犯
の
配
軍
先
が
、
本
城
か
ら
牢
城
に
出
変
更
さ
れ
る

燦
件
の
良
い
部
隊
に
編
入
さ
れ
る
者
も
出
て
く
る
。
そ
こ
で
天
躍
元
年
(
一

O
一七)、

諸
路
に
詔
す
ら
く
。
民
、
盗
を
魚
し
て
質
朕
小
弱
な
れ
ば
、
首
に
本
城
に
配
す
べ
き
者
は
、
今
よ
り
悉
く
牢
城
に
配
せ
、
と
。
知
滋
州
銭

(

礼

)

惟
慣
の
請
に
従
う
な
り
。

- 15ー

引
き
金
と
な

っ
た
鎮
惟
慣
の
上
奏
に
よ
れ
ば
、
瀦
州
で
は
痛
盗
犯
の
う
ち
賞
際
に
兵
士
と
し
て
役
に
立
た
ぬ
者
は
、
本
城
軍
で
あ
る
永
寧
指

(
花
〉

揮
に
配
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
部
隊
は
待
遇
が
良
い
た
め
、
所
属
の
兵
士
は
少
妊
で
兵
役
に
堪
え
る
者
が
中
心
で
あ
司

(

η

)

 

た
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
嬬
盗
犯
の
配
軍
先
が
牢
域
部
隊
に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
牢
城
部
陵
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
の

頃
す
で
に
窮
盗
犯
で
死
刑
を
赦
さ
れ
た
者
が
、
各
地
の
牢
域
部
陵
に
編
入
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
雑
犯
死
罪
人
の
う
ち
死
刑
を
減
刑
さ

の
う
ち
奏
裁
の
封
象
と
な
ア
た
者
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
範
鴎
に
入
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

れ
た
者
に
射
す
る
慮
罰
が
、
威
卒
元
年
に
沙
門
島
へ
の
配
流
か
ら
牢
城
〈
の
無
期
限
の
配
軍
に
襲
更
さ
れ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
嬬
盗
犯

城
に
配
軍
す
る
場
合
に
限
っ
て
、

一
千
里
外
に
配
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
景
徳
二
年
〈
一

O
O五
)
に
は
、
盗
賊
を
牢

345 

今
後
、
雁
て
盗
賊
の
ま
さ
に
牢
城
に
刺
配
す
べ
き
者
は
、
並
び
に
千
里
外
に
配
せ
。
そ
の
河
北
・
河
東
の
州
軍
は
、
並
び
に
黄
河
を
過
ぐ



る
南
に
配
し
、

快
西
の
州
軍
は
澄
闘
の
東
に
配
し
、

荊
湖
南
路
の
州
軍
は
嶺
南
に
配
し
、

江
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北
路
の
州
軍
は
漢
江
を
過
ぐ
る
に
配
し
、

南

・
南
街
は
並
び
に
江
北
に
配
し
、
川
峡
の
州
軍
は
川
界
を
出
づ
る
に
配
し
、
慶
南
の
州
軍
、
嶺
に
近
き
者
は
嶺
北
に
配
し
、

嶺
に
近
か

(

九

)

ら
ざ
る
者
は
東
西
路
交
互
に
移
配
し
、
一
隅
建
路
も
亦
た
庚
南

・
江
祈
に
配
せ
。
そ
の
同
火
の
人
は
、
遠
近
を
量
り
て
散
配
せ
よ
。

死
罪
に
あ
た
る
嘱
盗
犯
を
現
住
地
か
ら
一
千
里
以
上
離
れ
た
州
の
牢
城
に
配
軍
す
る
こ
と
が
、
天
稽
元
年
以
前
か
ら
行
な
わ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
死
罪
に
至
ら
ぬ
縞
盗
犯
を
現
地
の
牢
城
部
隊
に
編
入
し
よ
う
と
い
う
護
想
は
、
こ
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

購
盗
法
は
そ
の
後
も
幾
度
か
改
正
さ
れ
た
。
正
確
な
時
期
は
わ
か
ら
な
い
が
、
員
宗
の
時
に
配
軍
と
な
る
賊
額
が
七
貫
文
か
ら
五
貫
文
へ
と

(

万

〉

引
き
下
げ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
景
祐
二
年
(
一

O
三
五
)
に
は

改
正
さ
れ
た
強
盗
法
と
の
調
和
を
は
か
る
た
め
に

今
度
は
配
軍
と

な
る
盗
賊
の
額
が
十
貫
文
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
『
篠
法
事
類
』
に
牧
め
ら
れ
た
南
宋
時
代
の
縞
盗
法
ま
で
下
れ
ば

四
百
文
ご
と
に
一
等
を
加
え
、

(

叩

山

)

等
を
加
え
、
過
ぐ
れ
ば
徒
三
年
、
三
貫
ご
と
に

一
等
を
加
え
、

二
十
貫
な
ら
ば
本
州
に
配
す
。

諸
て
嬬
盗
は
、
財
を
得
れ
ば
杖
六
十
、
四
百
文
な
ら
ば
杖
七
十
、

二
貫
な
ら
ば
徒
一
年
、
二
貫
ご
と
に

- 16ー

と
い
う
具
合
に
、
賊
額
の
設
定
や
刑
罰
の
内
容
な
ど
随
分
と
饗
わ
っ
て
し
ま
う
。
た
だ
、

(

π

)

 

と
を
意
味
す
る
か
ら
、
天
躍
元
年
に
始
め
ら
れ
た
縞
盗
犯
の
現
住
地
の
牢
城
〈
の
配
軍
は
、
南
宋
ま
で
一
貫
し
て
績
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

「
本
州
に
配
す
」
と
は
本
州
の
牢
城
に
編
入
す
る
こ

同

追
放
刑
的
要
素
の
導
入
|
|
強
盗
法
の
改
正

強
盗
法
も
嬬
盗
法
と
同
じ
く
、
建
隆
三
年
に
定
め
ら
れ
た
法
が
そ
の
後
の
基
本
と
な
司
た
。

今
後
、
鹿
ゆ
る
強
盗
、
臓
を
計
り
て
銭
三
貫
文
足
陪
に
満
つ
れ
ば
、
皆
な
慮
死
。
三
貫
文
に
満
た
ざ
れ
ば
、
脊
杖
二
十
を
決
し
、
配
役
三

年
。
二
貫
文
に
満
た
ざ
れ
ば
、
脊
杖
二
十
を
決
し
、
配
役
二
年
。

(
刊
川
)

財
を
得
ざ
る
者
は
、
脊
杖
二
十
に
決
し
放
っ
。

一
貫
文
に
満
た
ざ
れ
ば
、

脊
杖
二
十
を
決
し
、

配
役
一
年
。

〈
中
略
)

強
盗
犯
の
う
ち
「
持
佼
行
劫
」

つ
ま
り
凶
器
を
所
持
し
て
強
盗
を
は
た
ら
い
た
者
(
劫
盗
犯
〉
に
封
す
る
罰
則
は
特
に
巌
し
く
、
建
園
嘗
初
は
、



後
周
の
顛
徳
五
年
(
九
五
八
)
教
に
よ
る
法
規
を
そ
の
ま
ま
用
い
、

(
m
m
〉

(

印

)

犯
人
は
賊
額
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
死
刑
ハ
重
杖
庭
死
)
と
な
っ
た
。
さ
す

乾
徳
五
年
(
九
六
七
)
に
は
根
棒
を
持
っ
て
押
し
入
プ
た
場
合
に
限
り
、

(
m
U
)
 

な
け
れ
ば
臓
を
計
っ
て
論
罪
す
る
と
い
う
規
則
が
設
け
ら
れ
た
。

(

回

〉

け
れ
ば
死
罪
と
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

人
に
傷
を
負
わ
せ
て
い

が
に
こ
れ
で
は
巌
し
す
ぎ
る
と
い
う
の
で
、

さ
ら
に
威
卒
元
年
(
九
九
八
)
に
は
、

持
伎
の
場
合
で
も
財
物
を
得
て
い
な

強
盗
の
場
合
も
嘱
盗
と
同
様
、
死
罪
に
一
該
嘗
す
る
者
や
情
肢
の
重
い
者
に
つ
い
て
は
、
奏
裁
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
た
め
罪
人
は
都
ま
で
護
、
途

(

回

)

寄
れ
た
。
そ
の
場
合
、
罪
人
の
妻
子
も
一
緒
に
都
に
迭
ら
れ
る
の
が
園
初
の
通
例
で
あ
っ
た
が
、
太
卒
輿
園
六
年
に
出
さ
れ
た
詔
に
よ
っ
て
、

ハU
M
〉

律
に
照
ら
し
て
死
罪
に
至
ら
ぬ
者
の
妻
子
は
赴
闘
が
克
除
さ
れ
た
。

死
刑
囚
に
闘
し
て
は
奏
裁
に
よ
り
で
き
る
だ
け
減
刑
す
る
と
い
う
の
が
宋
朝
の
価
刑
政
策
の
根
幹
で
あ
司
た
が
、
先
述
の
如
く
、
こ
れ
は
さ

ま
ざ
ま
な
弊
害
を
生
じ
た
。
な
か
で
も
、
奏
裁
の
た
め
に
家
族
と
も
ど
も
都
へ
赴
く
道
中
で
落
命
す
る
者
の
多
い
こ
と
は
、
奏
裁
の
主
旨
が
死

刑
の
減
刑
で
あ
る
以
上
、
問
題
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
威
卒
四
年
(
一

O
O
一
)
、
員
宗
は
次
の
詔
を
下
し
た
。

一
幅
建
・
贋
南
・
江
漸
・
荊
湖
は
遺
地
な
れ
ば
、
鹿
て
強
盗
及
び
持
伎
の
死
に
至
ら
ざ
る
者
は
、
法
に
依
り
決
し
詑
わ
ら
ば
、
本
慮
よ
り
五

〈

部

〉

百
里
外
に
刺
配
し
て
軍
に
充
て
よ
。

勾

t

(

前

〉

遠
隔
地
と
い
う
理
由
で
、
一
踊
建
・
贋
南
・
江
断
・
荊
湖
各
路
の
強
盗
犯
(
死
刑
囚
〉
及
び
持
伎
(
劫
盗
〉
の
死
罪
に
至
ら
ぬ
者
は
、
以
後
、
赴
関

す
る
代
わ
り
に
現
住
地
か
ら
五
百
里
以
上
離
れ
た
府
軍
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
配
軍
前
の
決
杖
と
刺
面
は
、
赴
閥

に
先
立
っ
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
他
地
方
の
同
罪
人
と
の
均
衡
を
保
つ
た
め
に
必
ず
行
な
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。

威
卒
四
年
の
法
で
罪
人
の
配
軍
先
と
し
て
選
ば
れ
た
の
は
、
牢
域
部
隊
で
あ
る
(
『
文
献
遁
考
』
各
一
六
八
、
刑
考
、
徒
流
〉
。
地
域
的
な
限
定
は

あ
る
も
の
の
、
死
罪
を
克
ぜ
ら
れ
た
強
盗
犯
に
射
す
る
「
減
死
一
等
の
刑
」
と
し
て
、
牢
城
へ
の
配
寧
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
ま
た
、
死
罪
に
至
ら
ぬ
劫
盗
犯
に
封
し
、
奏
裁
の
代
わ
り
に
牢
城
へ
の
配
軍
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
で
、
こ
の
の
ち
配
軍
刑
が
、
奏
裁
の
結

347 

果
行
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
配
流
刑
と
同
等
も
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
刑
罰
と
見
な
さ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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威
卒
四
年
の
措
置
で
今
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
貼
は
、
配
軍
刑
に
追
放
刑
的
な
要
素
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
落
田
…
二
年
の
嬬
盗
法
で
、

木
城
へ
の
配
軍
が
刑
罰
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
は
さ
き
に
述
べ
た
が
、
配
軍
先
の
部
陵
は
あ
く
ま
で
も
現
住
地
の
州
に
あ
り
、
罪
人
を
遠

隔
地
に
放
逐
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
凶
悪
な
罪
人
を
隔
離
し
て
復
讐
な
ど
を
未
然
に
防
止
す
る
と
い
う
考
え
は
、
こ
の
嘗
時
す
で

に
存
在
し
た
。
薙
照
四
年
(
九
八
七
)
、
江
南
轄
運
使
許
騒
が
上
一
吉
し
て
、
赦
克
さ
れ
た
劫
盗
犯
が
郷
里
に
戻
る
と
自
分
を
告
愛
し
た
り
逮
捕
し

(
閉
山
)

た
者
を
恨
ん
で
殺
害
す
る
の
で
、
彼
ら
を
府
軍
へ
編
入
す
る
よ
う
に
と
願
い
出
て
い
る
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
厄
介
者
を
郷
里
か
ら
追
い

掛
う
た
め
の
手
段
と
し
て
配
軍
刑
が
用
い
ら
れ
る
素
地
は
十
分
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。

牢
城
へ
の
配
軍
を
刑
罰
と
し
て
定
め
た
法
は
徐
々
に
登
場
す
る
。

(
m
m
〉

主
人
の
財
物
を
盗
ん
だ
罪
に
劃
す
る
法
律
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
法
で
は
、
賊
額
が
五
貫
以
上
な
ら
脊
杖
・
鯨
面
の
う
え
牢
城
に
配

威
卒
四
年
以
降
、

威
卒
六
年
(
一

O
O一
ニ
)
に
定
め
ら
れ
た

使
用
人
が

軍
し
、
十
貫
以
上
な
ら
奏
裁
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
法
が
巌
し
す
ぎ
た
た
め
か
、
裁
剣
が
滞
る
と
い
う
理
由
で
、
二
年
後
の
景
徳

(

朋

)

二
年
に
は
、
十
貫
以
上
な
ら
五
百
里
外
牢
城
へ
配
軍
、
二
十
貫
以
上
で
奏
裁
す
る
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
。
こ
こ
で
も
、
追
放
刑
的
要
素
の
導
入

が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
年
に
、
盗
罪
を
犯
し
て
牢
城
に
配
軍
さ
れ
る
場
合
は
、

(

卯

)

は
ど
こ
の
牢
城
に
配
軍
す
る
か
ま
で
、
細
か
く
定
め
ら
れ
た
。

一
千
里
外
に
配
す
る
こ
と
と
な
り
、
ど
の
地
方
の
者

- 18ー

天
稽
四
年
(
一

O
一八〉、

地
域
を
限
っ
て
施
行
さ
れ
て
い
た
威
卒
四
年
の
措
置
が
全
園
的
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
契
機
と
な
っ
た

の
は
、
知
開
封
府
呂
夷
簡
の
衣
の
上
言
で
あ
る
。

知
開
封
府
呂
夷
筒
言
え
ら
く
。
請
う
ら
く
は
、
今
後
鹿
ゆ
る
賊
人
、
籍
盗
持
仕
穿
踏
五
貫
以
上
、
強
盗
三
貫
に
満
ち
及
び
持
伎
の
罪
死
に

至
ら
ざ
る
者
は
、
更
に
部
迭
し
て
赴
闘
せ
し
め
ず
、
只
だ
逐
鹿
に
て
法
に
依
り
脊
杖
二
十
を
決
す
。
内
、
身
首
強
批
な
る
者
は
、

五
百
里

外
牢
城
に
刺
配
し
、
凶
悪
に
し
て
恕
し
難
き
者
は
、
千
里
外
遠
悪
州
軍
牢
城
に
刺
配
す
。
老
小
・
疾
病
に
て
久
遠
に
軍
役
に
充
つ
る
に
堪

(
町
山
〉

え
ざ
る
者
は
、
法
に
依
り
施
行
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
、
と
。

強
盗
犯
の
死
罪
に
該
嘗
す
る
者
や
持
伎
劫
盗
犯
の
死
罪
に
至
ら
ぬ
者
な
ど
の
う
ち
、
身
瞳
の
壮
健
な
る
者
・
犯
行
の
特
に
凶
悪
な
者
を
現
住
地



か
ら
一
定
距
離
隔
た
っ
た
地
方
の
牢
城
に
配
軍
し
、
老
人
や
病
人
な
ど
瞳
の
弱
い
者
は
従
来
通
り
取
り
扱
う
。
こ
れ
が
呂
夷
簡
の
上
言
の
骨
子

で
あ
る
。
土
言
は
大
理
寺
に
迭
ら
れ
て
そ
の
支
持
を
得
、
そ
れ
を
承
け
て
員
宗
は
「
可
な
り
。
仰
お
断
じ
詑
わ
る
を
候
ち
、
指
揮
の
二
字
を
刺

し
、
韓
運
使
の
指
揮
を
取
り
て
移
配
せ
よ
」
と
詔
を
下
し
た
。
結
局
、
日
夷
簡
の
原
案
は
そ
の
ま
ま
採
用
さ
れ
、

(

位

)

陵
名
を
入
れ
墨
す
る
黙
が
そ
れ
に
つ
け
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
威
卒
四
年
法
と
同
じ
く
、
配
軍
刑
に
追
放
刑
的
要
素

が
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
奏
裁
の
件
数
を
削
減
す
る
た
め
と
ら
れ
た
こ
の
措
置
に
よ
っ
て
、
身
瞳
の
弱
い
者
が
従
来
通
り
現
住
地
の

牢
域
に
編
入
さ
れ
た
ほ
か
は
、
瞳
の
丈
夫
な
者
が
現
住
地
か
ら
五
百
里
以
上
隔
た
っ
た
州
軍
の
牢
城
へ
、
凶
悪
犯
が
一
千
里
以
上
離
れ
た
遠
悪

(
回
〉

州
軍
の
牢
城
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
迭
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
『
篠
法
事
類
旬
に
引
く
断
獄
令
に

諸
て
編
配
す
る
に
地
里
を
計
る
者
は
、
住
家
の
所
を
以
て
し
、
諸
軍
は
住
経
由
の
所
を
以
て
す
。
各
お
の
里
敷
よ
り
三
百
里
を
過
ぐ
る
を
得

(
何
〉

ず
(
三
百
皇
内
に
州
無
き
者
は
、
以
次
最
近
の
州
に
配
す
)
。

と
あ
る
の
は
、
遁
放
刑
的
な
配
軍
の
場
合
に
ど
こ
を
起
黙
と
す
る
か
を
定
め
た
篠
文
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
流
れ
を
承
け
て
、
仁
宗
の
景
祐
二
年
(
一

O
三
五
〉
に
強
盗
法
の
改
正
が
行
な
わ
れ
た
。

詔
し
て
強
盗
の
法
を
改
む
。
持
位
せ
ず
、
財
を
得
.
さ
れ
ば
、
徒
二
年
。
財
を
得
る
こ
と
銭
高
た
る
、
及
び
人
を
傷
つ
く
る
者
は
、
死
。
持

顔
面
(
額
)
に
配
軍
先
の
部
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位
す
る
も
財
を
得
ざ
れ
ば
、
流
三
千
里
。
財
を
得
る
こ
と
銭
五
千
た
る
者
は
、
死
。
人
を
傷
つ
く
る
者
は
、
殊
死
。
持
仕
せ
ず
し
て
財
を

(

町

)

得
る
こ
と
銭
六
千
た
る
、
若
し
く
は
持
位
し
て
死
に
至
ら
ざ
る
者
は
、
初
お
千
里
外
の
牢
城
に
刺
配
す
。

(
町
田
)

こ
の
改
正
法
は
、
外
見
上
、
唐
律
の
強
盗
法
と
極
め
て
似
通
っ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
建
隆
三
年
法
と
の
遣
い
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
死
刑

以
外
の
部
分
で
は
、
「
脊
杖
(
一
七
・
一
八
・
二

O
〉
+
配
役
〈
一

J
三
年
)
」
が
委
を
消
し
、
代
わ
り
に
唐
律
の
五
刑
的
な
刑
名
が
復
活
し
て
い

る
が
、
賓
際
に
は
折
杖
法
に
よ
る
讃
み
替
え
が
な
さ
れ
て
、
徒
二
年
は
脊
杖
一
七
に
、
流
三
千
里
は
「
脊
杖
二
O
+
配
役
一
年
」
と
し
て
執
行

(
巾
別
)

さ
れ
る
た
め
、
中
味
は
さ
ほ
ど
襲
わ
ら
な
い
。
死
刑
に
闘
し
て
は
、
建
隆
三
年
法
が
盗
賊
三
貫
文
で
慮
死
で
あ
っ
た
の
に
劃
し
、
景
祐
二
年
法

349 

で
は
、

不
持
伎
な
ら
盗
賊
十
貫
文
以
上
か
人
を
傷
つ
け
る
か
で
慮
死
、
持
伎
な
ら
盗
掘
五
貫
文
以
上
で
続
、
人
を
傷
つ
け
れ
ば
斬
と
、

か
な
り
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刑
が
軽
減
さ
れ
た
。
そ
し
て
建
隆
三
年
法
と
決
定
的
に
異
な
る
の
が
、
配
軍
刑
が
組
み
込
ま
れ
た
貼
で
あ
る
。
不
持
伎
な
ら
盗
臓
六
貫
文
以
上

の
場
合
、
持
伎
な
ら
死
罪
と
な
ら
な
い
時
(
盗
賊
五
貫
文
未
満
も
し
く
は
不
傷
人
〉
に
、
そ
れ
ぞ
れ
郷
里
か
ら
一
千
里
以
上
離
れ
た
州
の
牢
域
部
隊

に
編
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
に
併
せ
て
嬬
盗
法
も
改
正
さ
れ
た
。
落
照
二
年
法
は
、
配
軍
刑
の
部
分
が
天
稽
元
年

に
獲
更
さ
れ
て
盗
賊
七
貫
文
以
上
で
牢
城
に
配
軍
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
後
、
配
軍
と
な
る
賊
額
は
五
貫
文
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
と
こ

ろ
が
強
盗
法
の
改
正
に
よ
り
、
現
住
地
と
一
千
里
外
の
遣
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
嬬
盗
の
ほ
う
が
強
盗
よ
り
も
低
い
盗
賊
の
額
で
配
草
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
刑
の
軽
重
に
逆
輔
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
た
め
、

嘱
盗
の
場
合
は
十
貫
文
以
上
で
配
軍
と
な
る
よ
う
改
め
ら
れ
た
の
で
あ

。
る

決
に
、
持
佼
劫
盗
の
う
ち
死
罪
に
一
該
嘗
す
る
者
や
強
盗
に
入
っ
た
際
に
殺
人
・
傷
害
を
犯
し
た
者
な
ど
の
凶
悪
な
強
盗
犯
の
扱
い
に
つ
い
て

検
討
し
て
お
き
た
い
。
こ
う
し
た
罪
人
は
恩
赦
の
際
に
も
、
罪
肢
が
凶
悪
と
の
理
由
で
、
唐
末
以
来
、
他
の
罪
人
と
匿
別
さ
れ
て
赦
売
の
劃
象

宋
朝
で
も
、

か
つ
て
五
代

・
後
耳
目
の
頃
に
行
な
わ
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
ら
を
軍
隊
に
編
入
し
て
有
給
の
雑
役
兵
と
す
る
よ
り
ほ
か
策
が

- 20ー

と
な
ら
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ま
れ
に
罪
が
赦
売
さ
れ
た
場
合
に
も
、
郷
里
に
信
仰
る
と
何
か
と
騒
ぎ
を
起
こ
し
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め

工

、4

つ
こ
。

ナ
J

、
刀
ザ
手
J

薙
照
四
年
(
九
八
七
〉
十
二
月
十
三
日
、

詔
す
ら
く
。
麿
て
諸
道
の
檎
獲
せ
る
劫
賊
、
獄
成
り
て
赦
に
遇
う
者
は
、
本
城
軍
に
隷
せ
し
め
、

の
お
こ
れ
に
康
給
せ
よ
、
と
。
こ
れ
よ
り
先
、
江
南
轄
運
使
許
藤
、
劫
盗
赦
に
遇
わ
ば
本
郷
に
還
る
こ
と
を
原
す
を
得
る
も
、
告
捕
せ
し

(
m
m
)
 

者
を
讐
み
て
多
く
殺
害
を
行
な
う
と
上
言
し
、
以
て
軍
に
隷
せ
し
め
ん
こ
と
を
請
う
が
放
な
り
。

赦
克
に
よ
っ
て
郷
里
に
戻
っ
た
劫
盗
犯
が
、
罪
の
告
護
者
を
逆
恨
み
し
て
殺
害
す
る
こ
と
が
多
く
て
困
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
措
置
が
と
ら
れ

(
拘
)

(
賊
盗
律
第
一
八
僚
〉
に
も
似
て
い
る
。
た
だ
異
な
る
の

た
理
由
で
あ
っ
た
。
赦
克
さ
れ
た
重
罪
人
を
隔
離
す
る
論
理
は
、
律
の

「殺
人
移
郷
」

は
、
彼
ら
を
本
城
軍
、
つ
ま
り
州
に
あ
っ
て
雑
役
に
従
事
す
る
部
隊
に
編
入
し
た
貼
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

〈

川

)

盗
犯
は
本
城
軍
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
配
軍
に
先
立
っ
て
、
彼
ら
に
は
脊
杖
と
入
れ
墨
が
行
な
わ
れ
た
。

恩
赦
で
死
罪
を
赦
さ
れ
た
幼



さ
て
、
薙
照
四
年
の
詔
で
は
配
軍
先
の
府
軍
部
陵
は
「
本
城
」
と
決
め
ら
れ
て
い
た
が
、
賓
際
む
は
そ
れ
よ
れ
ソ
燦
件
の
悪
い
牢
城
部
陵
に
迭

ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
大
中
群
府
八
年
(
一

O
一
五
)
に
な
さ
れ
た
知
密
州
孫
喪
の
上
言
に
よ
れ
ば
、
劫
盗
が
結
案
後
に
赦
に
遇
っ
た

り
、
赦
後
に
逮
捕
さ
れ
た
場
合
、
詔
で
は
本
城
に
配
軍
す
る
決
ま
り
で
あ
る
が
、
剣
例
で
は
本
城
へ
の
配
軍
を
牢
城
へ
の
配
寧
に
讃
み
替
え
て

執
行
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
本
来
、
本
城
と
牢
城
と
で
は
軽
重
の
差
が
あ
る
は
ず
で
、
こ
の
よ
う
な
現
献
を
放
置
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う

の
が
孫
買
の
意
見
で
あ
り
、
員
宗
も
こ
れ
に
従
っ
て

今
よ
り
諸
州
軍
、
詔
に
準
り
て
本
城
に
刺
配
す
べ
き
者
は
、
止
だ
本
城
の
軍
額
有
る
の
指
揮
に
配
し
、
牢
城
に
例
配
す
る
を
得
ず
。

(

川

)

と
い
う
詔
を
下
し
て
い
る
。
そ
の
翌
年
に
も
、
恩
赦
に
よ
っ
て
死
罪
を
減
ぜ
ら
れ
た
劫
盗
犯
を
決
杖
後
、
本
城
に
配
軍
す
る
旨
の
詔
が
出
さ

(

問

〉

(

削

〉

れ
、
そ
の
徹
底
が
圃
ら
れ
た
。
恩
赦
の
際
の
彼
ら
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
の
原
則
は
、
こ
の
線
で
ひ
と
ま
.
す
確
立
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

お

わ

り

- 21ー

本
稿
で
は
、
配
流
刑
と
配
軍
刑
と
い
う
、
宋
初
に
お
け
る
こ
つ
の
「
減
死
一
等
の
刑
」
を
取
り
上
げ
、
宋
朝
の
刑
罰
瞳
系
の
中
に
配
軍
刑
が

組
み
込
ま
れ
て
ゆ
く
過
程
を
論
じ
た
。
稿
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

宋
朝
は
建
園
以
来
、
五
代
に
激
増
し
た
死
刑
囚
の
敷
を
減
ら
す
た
め
に
、
奏
裁
に
よ
る
死
刑
の
減
刑
、
い
わ
ゆ
る
他
刑
政
策
を
行
な
司
た
。

そ
の
際
に
「
減
死
一
等
の
刑
」
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
は
、
唐
代
と
同
じ
く
配
流
刑
で
あ
っ
た
。
配
流
地
に
は
、
五
代
後
半
か
ら
の
傾
向
を
引

き
継
い
で
沙
門
島
が
最
も
よ
く
使
わ
れ
た
。
し
か
し
、
沙
門
島
に
牧
容
で
き
る
配
流
人
の
敷
は
限
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
奏
裁
の
た
め
に
罪
人

と
そ
の
家
族
を
都
ま
で
護
迭
す
る
こ
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
を
生
じ
た
。
こ
の
問
題
を
解
消
す
る
べ
く
登
場
し
た
の
が
配
軍
刑
で
あ
る
。
罪
を

赦
さ
れ
た
罪
人
を
軍
隊
に
編
入
し
傭
兵
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
は
、
五
代
の
後
半
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
。
但
し
、
こ
の
時
黙
で
は
、
罪
人
以

外
の
者
も
同
じ
部
隊
に
麗
し
て
お
り
、
配
軍
が

寸
減
死

一
等
の
刑
」
と
L
て
確
立
し
て
い
た
と
は
言
い
が
た
い
。
し
か
し
、

五
代
以
来
積
く
廟

軍
の
雑
役
部
隊
化
が
進
む
に
つ
れ
て
兵
士
の
債
値
が
低
下
し
、
徐
々
に
罪
人
を
迭
り
込
む
部
陵
へ
と
襲
貌
し
て
い
っ
た
。
死
罪
以
外
の
罪
人
に

351 
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つ
い
て
奏
裁
を
や
め
、
代
わ
り
に
現
住
地
の
牢
城
に
配
軍
す
る
こ
と
が
鳴
矢
と
な
り
、
'
次
い
で
死
刑
囚
の
奏
裁
に
も
改
革
が
行
な
わ
れ
た
。
本

稿
で
は
特
に
、
縞
盗
法
と
強
盗
法
と
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
が
緩
和
さ
れ
る
過
程
で
、
配
軍
刑
が
刑
罰
瞳
系
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
ゆ
く
さ

ま
を
考
察
し
た
。
嘱
盗
法
で
は
、
有
期
の
傍
役
刑
(
配
役
)
が
本
城
へ
の
配
軍
刑
を
経
て
、
牢
城
へ
の
配
箪
刑
と
獲
化
し
た
。
ま
た
死
刑
囚
は
、

奏
裁
さ
れ
て
他
の
雑
犯
死
罪
人
と
同
じ
く
沙
門
島
に
配
流
さ
れ
て
い
た
の
が
、
牢
城
に
終
身
配
軍
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
現
住
地
か
ら

一
千
里
外
に
配
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
強
盗
法
の
獲
化
も
、
死
刑
つ
ま
り
奏
裁
の
劃
象
と
な
る
部
分
に
起
こ
っ
た
。
総
じ
て
言
え
ば
そ
れ
は
、
奏

追
放
刑
的
要
素
を
含
む
牢
城
へ
の
配
軍
刑
に
徐
々
に
置
き
換
え
て
ゆ
く
過
程
で
あ
っ
た
。

裁
の
結
果
行
な
わ
れ
る
配
流
刑
を
、

来
、
恩
赦
の
封
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
持
伎
強
盗
(
劫
盗
〉
に
つ
い
て
も
、

ま
ず
確
立
さ
れ
、
死
刑
を
克
じ
て
本
城
に
配
軍
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

唐
代
後
半
以

恩
赦
の
際
の
取
り
扱
い
の
原
則
が
員
宗
朝
に
ひ
と

『
宋
史
』
刑
法
志
以
来
、
配
流
刑
と
配
軍
刑
は
明
確
に
匿
別
さ
れ
ぬ
ま
ま
、
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
「
配
隷
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
本

稿
は
、
雨
者
が
宋
朝
成
立
嘗
初
か
ら
と
も
に
「
減
死
一
等
の
刑
」
と
し
て
存
在
し
た
の
で
は
な
く
、
死
刑
を
尭
じ
ら
れ
た
罪
人
を
配
軍
刑
に
慮

す
る
原
則
が
成
立
す
る
ま
で
に
は
、
一
定
の
時
聞
を
要
し
た
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
『
宋
史
』
は
な
ぜ
配
流
刑
と
配

軍
刑
と
を
同
列
に
論
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
お
そ
ら
く
、
遁
放
刑
的
要
素
の
導
入
が
さ
ら
に
準
み
、
配
軍
刑
と
配
流
刑
と
の
境

(

川

)

界
が
極
め
て
駿
昧
に
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

北
宋
後
牢
か
ら
南
宋
時
代
に
か
け
て
の
配
流
刑
・
配
軍
刑
の
獲
容
の

問
題
と
し
て
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

註(
1
〉

滋
賀
秀
一
一
一
「
刑
罰
の
歴
史
|
東
洋

」

(
妊
子
邦
雄
・
大
塚
均

・
卒

松
義
郎
編
『
刑
罰
の
理
想
と
現
質
』
岩
波
書
庖
、
一
九
七
二
年
、
所

枚
。
以
下
、
滋
賀
「
刑
罰
の
歴
史
」
と
略
稽
)
。

(

2

)

拙
稿

「
唐
代
流
刑
考
」
(
梅
原
郁
編
『
中
園
近
世
の
法
制
と
社
舎
』

-22-

一
九
九
三
年
、
所
枚
。
以
下
、
前
稿
と

京
都
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
、

略
務
〉
。

(

3

)

滋
賀
「
刑
罰
の
歴
史
」
の
ほ
か
、
た
と
え
ば
佐
伯
富
「
宋
代
に
お
け

る
牢
城
軍
に
つ
い
て
」
(
『
劉
子
健
博
士
煩
寄
紀
念
宋
史
研
究
論
集
』
同
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朋
合
、
一
九
八
九
年
、
所
枚
。
以
後
、
佐
伯
「
牢
城
軍
」
と
略
稽
)
、

前
稿
一

O
一
J
一
O
四
頁
な
ど
。

(

4

)

川
村
康
「
宋
代
折
杖
法
初
考
」
(
『
早
稲
田
法
皐
』
六
五
|
四
、
一
九

九
O
年
。
以
下
、
川
村
「
折
杖
法
」
と
略
稽
)
。

(
5
〉
滋
賀
「
刑
罰
の
歴
史
」
一

O
二一員。

(

6

)

『
宋
史
』
巻
二

O
て
刑
法
志
。
『
歴
代
刑
法
考
』
刑
法
分
考
八
、

充
軍
。

(
7
〉
『
宋
史
』
巻
一
八
九
、
兵
志
、
府
兵
。
建
隆
初
、
選
諸
州
募
美
之
社

勇
者
部
迭
京
師
、
以
備
禁
街
、
徐
留
本
城
、
雄
無
成
更
、
然
宰
数
閥
、

類
多
給
役
而
己
。

(
8
〉
日
野
開
一
一
一
郎
「
五
代
史
概
設
」
(
『
日
野
関
一
一
一
郎
東
洋
史
拳
論
集
』
第

二
巻
、
三
一
書
房
、
一
九
八

O
年
、
所
枚
〉
一
四
九
頁
。

(

9

)

宋
代
の
兵
士
の
入
れ
墨
に
つ
い
て
は
、
曾
我
部
静
雄
「
宋
代
軍
隊
の

入
墨
に
つ
い
て
」
(『支
那
政
治
習
俗
論
孜
』
筑
摩
書
房
、
一
九
四
三

年
、
所
枚
)
が
詳
し
い
。
た
だ
曾
我
部
氏
も
、
配
軍
兵
士
へ
の
刺
面
を

刑
罰
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
(
二
九
六
頁
、
三
二

O
I一一一二

二
頁
〉
。

(
叩
〉
曾
我
部
「
宋
代
軍
陵
の
入
墨
に
つ
い
て
」
二
九
六
i
三
O
八
頁
。

(
口
)
『
資
治
通
鑑
』
(
以
後
、
『
遁
鑑
』
と
略
稽
〉
巻
二
六
六
、
関
卒
元

年
〈
九
O
八
〉
十
一
月
壬
寅
保
。

(
ロ
)
曾
我
部
静
雄
「
宋
代
の
刺
配
に
つ
い
て
」
(
『
中
園
律
令
史
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
一
年
、
所
牧
)
一
一
七
頁
。
佐
伯
「
牢
城
軍
」

二
六
八
J
二
六
九
頁
。
牢
城
の
名
が
現
れ
る
の
は
、
管
見
の
限
り
、
註

(
口
)
に
掲
げ
た
光
啓
三
年
(
八
八
七
〉
の
記
事
が
最
初
の
よ
う
で
あ

る。

(
お
)
石
刻
資
料
中
に
見
ら
れ
る
「
防
城
使
(
副
使
)
」
「
防
城
兵
馬
使
』
の

例
を
い
く
つ
か
掌
げ
て
お
く
。
「
防
城
副
使
・
光
稔
大
夫
・
試
光
稼

卿
・
上
桂
園
康
明
」
(
『
金
石
績
編
』
巻
八
、
承
天
軍
城
記
、
大
暦
元

年
ハ
七
六
六
)
)
、
「
都
招
討
押
牙
・
防
城
兵
馬
使
・
右
駿
口
将
軍
兼
口

口
大
夫
呉
乃
」
(
『
山
右
石
刻
叢
編
』
巻
八
、
義
度
等
承
天
題
記
、
長

慶
元
年
(
八
二
一
〉
)
、
「
俄
遜
津
州
都
農
侯
、
乗
防
城
兵
馬
使
賓
暦
二

年
(
八
二
六
〉
春
、
奉
牒
迫
還
、
依
前
充
先
鋒
兵
馬
使
」
(
『
山
右
家

墓
遺
文
』
巻
下
、
鄭
仲
連
墓
誌
〉
。

(

U

)

『
裏
陽
家
墓
遺
文
』
ト
瑳
墓
誌
。
及
司
空
巌
公
主
是
邦
、
復
重
其

才
、
補
充
同
押
街
・
防
城
及
車
坊
都
知
兵
馬
使
、
弁
勾
嘗
宮
国
馬
禾

等
、
州
府
以
粛
、
城
陸
無
虞
、
三
軍
足
読
、
高
馬
常
稼
。

(
お
)
『
朋
府
元
亀
』
〈
以
下
、
『
珊
府
』
と
略
稽
〉
巻
一
一
一
四
、
帯
王

部
、
修
武
備
、
後
唐
・
清
泰
二
年
ハ
九
三
五
〉
正
月
。
詔
諸
州
府
、
本

慮
牢
域
防
禦
兵
士
、
都
持
内
人
数
、
不
足
函
併
、
或
闘
精
多
量
許
招

添
、
其
就
糧
禁
軍
内
本
指
揮
賂
較
(
校
〉
、
選
偉
壮
・
長
於
武
護
者
、

嬢
人
数
差
節
級
、
部
迭
苧
ハ
師
。

〈
路
)
牢
城
使
の
例
。
「
大
順
元
年
(
八
九
一
〉
、
改
滑
州
左
右
府
牢
城
使
、

輿
諸
鵜
討
時
湾
、
累
破
賊
軍
」
〈
『
沓
五
代
史
』
巻
二
二
、
牛
存
節
停
)
、

「
光
化
二
年
(
八
九
九
〉
、
授
津
州
刺
史
、
入
居
周
牢
城
使
、
従
李
嗣
昭

討
雲
州
叛
賂
主
揮
、
卒
之
、
改
教
練
使
、
検
校
司
空
亡
(
同
前
、
巻
五

三
、
李
存
療
俸
)
、
「
是
年
(
H
H
開
卒
三
年
(
九
O
九
)
〉
、
贈
牢
矯
使

(
梁
租
誰
誠
、
故
臼
牢
踏
)
王
仁
嗣
司
空
」
〈
『
崩
府
』
巻
一
一
一

O
、

閏
位
部
、
渡
表
)
。
都
牢
城
使
の
例
。
『
遁
鐙
』
巻
二
五
七
、
光
啓
三

年
(
八
八
七
)
四
月
戊
午
篠
(
次
註
を
参
照
〉
、
『
山
右
石
刻
叢
編
』

巻
一

O
、
李
存
進
碑
(
向
光
二
年
ハ
九
二
四
)
波
)
「
有
子
七
人
、
長

- 23ー
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日
漢
韻
、
河
東
節
度
押
街

・
都
牢
城
使
兼
右
廟
五
院
指
揮
使
・

金
紫
光

稼
大
夫

・
検
校
兵
部
術
書
兼
御
史
大
夫

・
上
位
圏
、
(
中
略
〉
次
回
漢

威
、
河
東
節
度
押
街
・
安
図
軍
馬
歩
寧
副
指
様
使
・
都
牢
城
使

・
銀
青

光
線
大
夫

・
検
校
工
部
向
番
乗
御
史
大
夫

・
上
枝
図
(
以
下
略
〉
」
。

(
げ
)

『
通
鑑
』
径
二
五
七
、
光
附
恒
三
年
四
月
戊
午
。
是
夜
、
駅
召
其
従
子

前
左
金
五
口
術
将
軍
傑
密
議
軍
事
、
戊
午
、
署
傑
都
牢
城
使
、
泣
而
勉

之
、
以
親
信
五
百
人
給
之
。

(
同
国
)
『
沓
唐
蓄
』
巻
一
八
二
、
畢
師
鐸
停
。
乃
令
猶
子
傑
握
牙
兵
。
『
新

唐
護
国
』
各
二
二
四
下
、
畢
師
鐸
閣
待
。
酬
明
従
子
傑
率
牙
兵
、
持
執
用
之
以

昇
師
鐸
。

(
印
)
註
(
は
山
)
所
引
の

『帯
四
五
代
史
』
径
二
二
、
牛
存
節
惇
及
び
各
五
三
、

李
存
輩
出
陣
な
ど
。

(
初
)
日
野
「
五
代
史
概
説
」
一
八
六
J
一
八
七
頁
。

(
幻
)
前
掲

『加
府
』
悠

一一

一四、

清
泰
二
年
正
月
詔
。

〈
幻
)
『
五
代
曾
要
』
各
二

O
、
豚
令
下
、
天
一
繭
八
年
三
月
十
八
日
。
穀
、

(
中
略
)
自
災
診
己
来
、
戸
口
流
散
、
如
鋳
業
者
、
切
在
撫
安
、
其
浮

寄
人
戸
、
有
桑
土
者
、
の
牧
矯
正
戸
、
(
中
略
〉
其
創
牧
戸
、
如
先
有

租
税
、
聞
依
元
額
輪
納
、
(
中
略
)
如
郷
村
妄
創
戸
、
及
坐
家
破
逃
亡

者、
-許
人
糾
告
、
勘
責
不
虚
、
其
本
府
輿
郷
村
所
由
、
各
決
脊
杖
八
十

(
十
八
の
誤
り
)
刺
面
、
配
本
庭
牢
城
執
役
、
恒
例
司
本
典
知
情
、
並
同

罪
。
(
以
下
略
)

(
幻
〉
凶
怨
を
所
持
し
た
強
盗
。
劫
盗
と
も
言
う
。
『
冊
府
』
帯
主
部

・
赦

宥
に
牧
め
ら
れ
た
唐
代
後
半
か
ら
五
代
に
か
け
て
の
赦
文
を
通
観
す
る

と
、
常
赦
の
赦
完
封
象
外
と
な
る
犯
罪
が
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
増
え

て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
宗
朝
末
に
従
来
の
「
官

典
犯
賊
」
に
「
故
殺
人
」
が
加
え
ら
れ
、
文
宗
朝
か
ら
は
「
十
悪
・
五

逆
」
や
「
持
伎
行
劫
」
な
ど
が
更
に
附
加
さ
れ
た
。
持
伎
行
劫
の
場

合
、
貧
際
に
人
を
殺
傷
し
た
か
否
か
は
必
ず
し
も
問
わ
れ
な
か
っ
た
。

(
M
)

『
筋
府
』
巻
九
四
、
脅
王
部
、
赦
宥
、

後
菅

・
天
繭
六
年
八
月
壬

策
。
制
目
、
(
前
略
)
嘗
赦
所
不
原
者
、
成
赦
除
之
、
其
持
伎
行
劫
弁

殺
人
賊
、
菟
罪
移
郷
、
の
配
逐
鹿
軍
都
牧
管
。

(
お
)
『
朋
府
』
巻
九
四
、
帝
王
部
、
赦
宥
、
後
菅
・
開
運
元
年
七
月
辛

未
。
制
回
、
〈
前
略
〉
磨
有
曾
行
劫
盗
之
人
、
並
宜
放
罪
、
願
在
軍
者

輿
配
軍
枚
管
、
願
恒
廊
農
者
委
本
田
開
安
存
。

(
お
)
た
と
え
ば
、
後
周
の
太
租
郭
威
は
、
そ
の
即
位
赦
で
後
菅
・
後
漢
の

巌
法
を
除
く
旨
を
宣
言
し
、
そ
の
代
表
格
た
る
盗
法
を
そ
れ
以
前
の
も

の
に
戻
し
て
い
る
。

『
崩
府
』
各
九
六
、
一
一
帝
王
部
、
赦
宥
、
庚
順
元
年

(
九
五
一
〉
正
月
丁
卯
。
今
後
態
諸
庭
盗
賊
及
和
姦
者
、
並
依
青
天
福

元
年
己
前
僚
制
施
行
。

(
幻
)
『
五
代
曾
要
』
巻
二
八
、
諸
色
料
銭
下
、
願
徳
五
年
十
二
月
。
中
書

奏
、
諸
道
州
府
豚
官
及
軍
事
剣
官
、
一
例
逐
月
各
嬢
逐
庭
主
戸
等
第
、

依
下
項
則
例
所
定
料
銭
及
米
褒
等
、
取
額
徳
六
年
一
一
一
月
一
日
後
起
支
、

其
俸
戸
並
停
蔵
、
(
中
略
)
右
諸
州
府
・
京
百
司
・
内
諸
司
・

州
豚
官

課
戸
・
妊
戸
・
俸
戸
・
柴
炭
紙
筆
戸
等
、
望
令
本
州
及
検
田
使
臣
、
依

前
項
指
揮
、
動
飼
州
豚
、
候
施
行
畢
、
具
戸
数
奏
問
、
品
川
差
木
州
剣
官

精
細
黙
数
後
、
差
使
臣
覆
親
、
及
有
人
論
訴
稀
有
漏
落
、
抵
罪
在
本
州

剣
官
及
干
係
官
典
、
如
今
後
更
有
人
戸
願
充
此
等
戸
者
、
使
仰
本
州
勧

充
軍
戸
、
配
本
州
牢
城
執
役
。
従
之
。
『
加
府
』
袋
五

O
八
、
邦
計

部
、
俸
高
山
も
ほ
ぼ
同
文
。

(
∞
ぬ
)
宮
崎
市
定
「
宋
元
時
代
の
法
制
と
裁
剣
機
構
|
元
典
章
成
立
の
時
代
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的
・
祉
舎
的
背
景
l
」
(
一
九
五
四
年
?
の
ち
『
ア
タ
ア
史
研
究
第

四
』
東
洋
史
研
究
舎
、
一
九
五
七
年
、
所
枚
。
以
後
、
宮
崎
「
法
制
」

と
略
稽
〉
一
七
九
頁
。
配
流
刑
を
受
け
た
場
合
、
も
し
官
人
な
ら
ば
律

に
よ
る
流
刑
の
寅
刑
を
受
け
た
時
と
同
じ
く
除
名
さ
れ
、
配
所
で
勢
役

に
服
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
『
唐
律
疏
議
』
名
例
第
一
八
僚
。
其
雑

犯
死
罪
、
卸
在
禁
身
死
、
若
菟
死
別
配
及
背
死
逃
亡
者
、
並
除
名
。
疏

議
。
若
亮
死
別
配
者
、
謂
本
犯
死
罪
、
蒙
恩
別
配
流
徒
之
類
。

(
m
m
)

律
が
上
請
を
認
め
る
の
は
主
に
、
官
品
の
保
有
・
年
齢
的
な
理
由

(
高
齢
・
幼
少
)
な
ど
が
あ
る
場
合
と
、
情
状
に
検
討
の
徐
地
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
場
合
(
「
情
軽
」
も
し
く
は
「
情
重
」
の
場
合
〉
!

と
が
あ

っ
た
が
、
後
者
に
は
明
確
な
基
準
が
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た

め
、
後
述
の
如
く
安
易
に
奏
裁
を
請
う
風
潮
が
現
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
『
唐
律
疏
議
』
名
例
第
八
、
九
、
二
六
僚
な
ど
。
律
令
研
究
舎
編

ヨ
語
註
日
本
律
令
』
(
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
五
年
l
。
以
下
、
ヨ
辞

註
』
と
略
稽
〉
五
、
六
九
J
八
二
頁
を
参
照
。

(
却
)
宮
崎
「
法
制
」
一
八

O
J
一
八
一
頁
。

(
M
U
)

『
長
編
』
倉
一
一
一
四
、
照
寧
三
年
(
一

O
七
O
)
八
月
戊
寅
。
(
主
)

安
石
日
、
(
唐
)
太
宗
錐
用
加
役
流
代
斬
祉
、
然
流
鯵
亦
不
可
濁
行
、

故
唐
巴
有
決
杖
配
流
之
法
、
蓋
嘗
時
自
有
別
教
施
行
、
不
専
用
律
、
若

専
用
律
、
則
死
罪
外
聞
用
流
法
、
無
以
禁
姦
、
決
不
可
行
也
。

(
m
M
)

『
誇
註
』
五
、
一
一
四
J
五
、
一
七
九
頁
。

(
出
)
『
大
唐
六
典
』
巻
六
、
尚
書
刑
部
、
刑
部
郎
中
員
外
郎
(
近
衛
本
二

八
業
)
。
凡
律
法
之
外
、
有
殊
旨
別
教
、
則
有
死
流
徒
杖
除
菟
之
差

(
謂
殊
旨
別
教
、
宜
殺
却
、
宜
庭
輩
、
宜
慮
死
、
宜
配
遠
流
、
宜
流

却
、
配
流
若
干
里
及
某
庭
、
宜
配
流
却
遣
、
宜
徒
、
宜
配
徒
若
干
年
、

至
到
興
一
頓
、
奥
重
枝
一
頓
、
興
一
一
般
痛
枝
、
決
杖
若
干
‘
宜
底
流
、

依
法
配
流
、
依
法
配
流
若
干
皇
、
宜
慮
徒
、
依
法
配
徒
、
奥
徒
罪
、
依

法
慮
徒
若
干
年
、
輿
杖
罪
、
輿
除
名
罪
、
輿
菟
官
罪
、
輿
菟
所
居
宮

罪
。
皆
刑
部
奉
而
行
之
。
〉

(
鈍
〉
新
奮
『
唐
書
』
『
遁
鑑
』
な
ど
に
見
え
る
配
流
刑
の
寅
例
は
、
そ
の

大
半
が
嶺
南
道
へ
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
一
脚
龍
散
頒
格
」
中
の
僚
文

の
よ
う
に
、
最
初
か
ら
配
所
を
嶺
南
道
に
指
定
す
る
場
合
も
あ
る
。
前

稿
八
七
J
八
八
頁
を
参
照
の
こ
と
。

(
お
)
沙
門
島
と
は
、
登
州
沖
合
い
に
黙
在
す
る
群
島
(
現
在
の
廟
島
列

島
〉
の
南
端
広
浮
か
ぶ
小
島
で
あ
る
。
北
宋
時
代
に
は
こ
の
島
に
築
示

置
か
れ
、
人
家
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
〈
註
(
臼
〉
所
引
『
宋

舎
要
』
)
。
な
お
志
田
不
動
麿
「
沙
門
島
」
(
『
東
方
皐
』
二
四
、
一
九

六
二
年
〉
を
参
照
。

〈
お
)
『
宋
曾
要
』
刑
法
四
|
二
、
太
卒
輿
園
二
年
(
九
七
七
〉
正
月
二
十

八
日
。
詔
日
、
先
是
、
罪
人
配
西
北
迭
者
、
多
亡
投
塞
外
、
誘
発
戎
篤

定
、
自
今
蛍
徒
者
、
勿
復
隷
秦
州
・
震
武
・
通
逮
軍
及
沿
逢
諸
郡
。
自

江
南
・
湖
庚
卒
後
、
罪
人
皆
配
南
房
ハ
方
の
誤
り
〉
。
ほ
か
に
『
長
編
』

倉
一
八
、
太
卒
輿
園
二
年
正
月
己
丑
、
『
宋
史
』
巻
二

O
て

刑

法

宇山。

(
閉
山
〉
『
宋
曾
要
』
刑
法
五
l
一
五
、
建
隆
二
年
〈
九
六
一
)
六
月
九
日
。

以
皐
詔
、
東
京
管
内
見
禁
罪
人
、
除
悪
逆
・
不
孝
・
劫
賊
・
故
殺
・
放

火
・
{
邑
奥
受
在
法
賊
不
放
外
、
其
徐
雑
犯
死
罪
、
除
同
情
共
犯
頭
首
慮

死
、
鈴
並
減
一
等
配
鐙
武
、
流
罪
以
下
減
三
等
、
杖
罪
己
下
並
放
。

(
以
下
略
〉

(
お
〉
『
宋
曾
要
』
食
貨
一
一
一
一
一
ー
ー
一
八
、
建
隆
二
年
四
月
。
詔
、
私
錬
堕
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者
、
三
斤
死
、
捜
貨
官
堕
入
禁
法
地
分
者
、
十
斤
死
、
以
張
型
貿
易
及
入

城
市
者
、
二
十
斤
己
上
杖
脊
二
十
・
配
役
一
年
、
三
十
斤
己
上
上
請
。

(
鈎
)
『
宋
舎
要
』
食
貨
一
一
一
一
一l
一九、

太
卒
興
園
二
年
二
月
十
八
日
。
同

年
四
月
二
十
四
日
の
詔
で
、
州
府
が
私
開
館
の
密
資
人
を
捕
ら
え
た
場

合
、
人
数

・
堕
の
重
量
に
か
か
わ
ら
ず
脊
杖
を
決
し
た
の
ち
刺
面
し
て

京
師
に
護
迭
す
る
よ
う
改
め
ら
れ
た
(
問
、
食
貨
一
一
一
一一
|
二
一
〉
。
こ

の
他
、

『
宋
曾
要
』
食
貨
二
三
|
一
一
一
一
、
薙
照
四
年
(
九
八
七
)
四

日パ
。

(

ω

)

『
長
編
』
巻
一
八
、
太
卒
輿
園
二
年
二
月
丁
未
。
佐
伯
富
「
宋
初
に

お
け
る
茶
の
専
費
制
度
」
(
一
九
三
八
年
。
の
ち
『
中
園
史
研
究
第

一
』
東
洋
史
研
究
品
目
、
一
九
六
九
年
、
所
枚
)
を
参
照
。

(

4

)

『
長
編
』
巻
二
二
、
太
卒
輿
園
六
年
是
歳
。
先
是
、
諸
州
罪
人
皆
錨

迭
閥
下
、
道
路
非
理
而
死
者
十
常
六
七
、
所
坐
或
品
周
縁
細
微
、
情
可
側

側
。
江
南
西
路
縛
運
副
使
・
左
拾
遺
張
費
賢
上
言
、
罪
人
至
京
、
請
揮

清
彊
官
慮
問
、
若
額
負
沈
屈
、
則
量
罰
本
州
官
吏
、
自
今
令
只
遣
正

身
、
家
属
別
挨
靭
旨
、
干
繋
人
非
正
犯
者
、
具
報
縛
運
使
詳
酌
情
理
、

菟
鋼
途
。
慶
州
嘗
迭
三
囚
、
坐
市
牛
肉
、
弁
家
属
十
二
人
悉
詣
関
、
而

殺
牛
賊
不
獲
、
斉
賢
悉
縦
遺
其
妻
子
。
自
是
江
南
迭
罪
人
、
裁
減
大

字
。
洪
遜
『
容
融
商
四
筆』

巻
二
二
、
園
初
救
弊
は
、
更
に
詳
し
い
記
事

を
載
せ
る
。

(
必
)
『
長
編
』
巻
二
三
、
太
卒
輿
園
七
年
二
月
乙
亥
。
雨
川
上
供
綱
、
所

過
丁
男
百
十
輩
縛
迭
罪
人
鋼
途
閥
下
、
在
道
病
者
亦
設
民
輿
機
。

(
必
)
『
宋
禽
要
』
刑
法
四
1

三
、
景
徳
元
年
(
一

O
O四
)
二
月
。
刑
法

四
|
九
、
天
稽
二
年
(
一

O
一
八
)
九
月
十
八
日
。
刑
法
四
|
一
一
一
、

天
聖
三
年
(
一

O
二
五
〉
八
月
。
刑
法
四
|
一
四
、
天
笠
五
年
円
一

O

二
七
〉
正
月
十
七
日
。

(
必
)
『
長
編
』
巻
二
て
太
卒
輿
園
五
年
十
二
月
。
園
初
以
来
、
犯
死
罪

獲
貸
者
、
多
配
隷
沙
門
島
・
通
州
海
門
島
、
皆
有
屯
兵
使
者
領
護
。

(
必
)
『
長
編
』
巻
九
三
、
天
繕
三
年
(
一

O
一
九
)
二
月
甲
午
。
詔、

沙

門
案
監
押
不
得
挟
私
怨
害
流
入
、
委
提
黙
五
島
使
臣
常
察
患
之
、
達
者

兵
事
以
関
、
重
寅
其
罪
。

(
必
)
『
宋
曾
要
』
刑
法
四

l
五
、
大
中
鮮
符
三
年
十
二
月
。
詔、

沙
門
島

流
入
、
量
給
口
糧
。
初
、
使
至
、
言
其
多
同
庁
死
、
請
粗
給
夜
粟
。

極
密

副
使
馬
知
節
目
、
流
入
無
康
食
之
理
。
一
帝
欄
之
、
特
有
是
詔
。

(

U

)

流
刑
の
讃
み
替
え
て
労
役
に
服
す
る
場
合
に
は
、
園
家
か
ら
食
糧
が

支
給
さ
れ
た
。
『
慶
元
係
法
事
類
』
(
以
下
、
『
僚
法
事
類
』
と
略

稽
)
巻
七
五
、
刑
獄
門
、
編
配
流
役
、
給
賜
格
。
流
囚
居
作
者
、
決

詑
、
日
給
毎
人
米
武
升
。

(
必
)
『
宋
禽
要
』
刑
法
四
|
一
九
、
景
祐
三
年
九
月
二
十
三
日
。
園
子
博

士
虚
南
金
言
、
今
後
沙
門
島
罪
人
、
日
支
口
食
一
升
、
不
得
妄
以
病
患

別
致
殺
害
、
及
本
案
船
械
、
首
切
有
管
。
詔
、
殺
害
人
命
、
船
械
、
巌

加
鈴
糖
、
徐
不
行
。

(
必
)
『
宋
曾
要
』
刑
法
四

l
三
、
威
卒
元
年
十
二
月
二
十
日
。
詔
、
雑
犯

至
死
貸
命
者
、
不
須
配
沙
門
島
、
並
永
配
諸
軍
牢
城
、
凶
悪
・
情
重

者
、
審
刑
院
奏
裁
。

(
印
)
雑
犯
と
は
、
特
殊
な
扱
い
を
受
け
る
犯
罪
に
到
し
て
、
他
の
一
般
の

犯
罪
を
言
う
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
兵
種
的
内
容
は
、
何
を
特
殊
な
犯
罪

と
し
て
立
て
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
場
そ
の
場
で
異
な
る
(
『
誇
註
』

五
、
五
五
頁
)
。
こ
こ
で
雑
犯
死
罪
と
い
う
の
は
、
通
常
の
恩
赦
で
赦

菟
の
封
象
と
な
ら
な
い
特
定
の
犯
罪
(
十
慈
、
故
殺
人
、
反
逆
縁
坐
、
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監
守
内
の
姦
・
盗
・
略
人
、
受
財
柾
法
な
ど
〉
以
外
の
、
死
罪
に
該
蛍

す
る
罪
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
日
)
罪
人
貸
死
者
、
奮
多
配
沙
門
島
、
島
在
登
州
海
中
、
至
者
多
死
。
辛

己
、
詔
、
嘗
配
沙
門
島
者
、
第
配
庚
南
逮
悪
地
牢
城
、
庚
南
罪
人
乃
配

嶺
北
、
其
後
亦
有
配
沙
門
島
者
。
『
宋
舎
要
』
刑
法
四
|
一
九
、
景
祐

三
年
七
月
五
日
も
参
照
の
こ
と
。

(
臼
)
『
長
編
』
巻
一
八
八
、
嘉
祐
三
年
十
二
月
壬
寅
。
京
東
縛
蓮
使
王
摩

元
言
、
登
州
沙
門
島
毎
年
約
牧
罪
人
二
三
百
人
、
並
無
衣
糧
、
只
在
島

戸
八
十
銭
家
傭
作
、
若
不
逐
旋
去
除
、
間
島
戸
難
震
婚
養
。

(
臼
)
『
長
編
』
巻
一
八
八
、
嘉
飴
三
年
(
一

O
五
八
)
十
二
月
壬
寅
。
同

じ
く
各
二
四
六
、
照
寧
六
年
(
一

O
七
三
〉
七
月
己
来
。
『
宋
曾
要
』

刑
法
四
|
三
三
、
大
観
元
年
(
一
一

O
七
)
十
一
月
五
日
な
ど
。

(
臼
)
滋
賀
「
刑
罰
の
歴
史
」
一

O
二
頁
。

(
回
)
『
長
編
』
巻
二
二
八
、
照
寧
四
年
(
一

O
七
一
〉
十
一
月
丙
寅
。
福

密
院
言
、
諸
路
府
軍
名
額
狼
多
、
自
騎
射
至
牢
城
、
其
名
凡
二
百
二
十

=
一
、
(
中
略
)
及
剰
員
直
・

牢
城
皆
待
有
罪
配
隷
之
人
。
『
淳
照
一一一山

士
官
巻
一
八
、
兵
坊
、
牢
域
指
揮
。
牢
域
指
揮
、
以
待
有
罪
配
隷
之

入
、
本
路

(
H
H
一
踊
建
路
〉
唯
一
喝
・
津
二
州
鴛
然
、
徐
郡
雑
以
召
募
、
非

本
法
也
。

(
白
山
〉
『
宋
曾
要
』
刑
法
四
|
二
、
太
卒
輿
圏
七
年
間
十
二
月
八
日
。
詔

目
、
験
管
衣
肝
食
、
未
嘗
暫
志
於
憂
凪
刀
、
分
職
設
官
、
量
可
不
思
於
動

感
、
況
復
刑
名
至
重
、
且
州
郡
寒
繁
、
若
動
取
於
教
裁
、
則
何
勝
於
利

縁
、
雄
累
行
詔
議
、
而
倫
慮
因
循
、
の
有
事
宜
、
更
従
燦
約
、
態
諸
道

州
府
犯
徒
流
罪
人
等
、
並
配
隷
所
在
牢
城
禁
鋼
、
不
須
俸
迭
関
下
、
の

不
得
腕
以
案
繍
間
奏
、
稽
留
刑
獄
、
並
所
在
決
遣
、
達
者
論
其
罪
。
こ

の
詔
の
下
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、
『
長
編
』
巻
二
三
は
知
桐
底
鯨
・
太

常
寺
太
祝
弓
街
の
上
奏
を
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
『
宋
史
』
巻
一
九

九
刑
法
士
山
は
、
前
年
に
な
さ
れ
た
江
南
西
路
縛
運
副
使
張
費
賢
の
上
奏

と
の
つ
な
が
り
を
重
視
し
、
弓
術
の
上
奏
は
別
の
箇
所
に
載
せ
る
。

(
幻
)
註
〈
日
出
)
を
参
照
。

(
切
〉
『
唐
律
疏
議
』
戴
盗
第
三
五
僚
。
諸
鱗
盗
、
不
得
財
答
五
十
、
一
尺

杖
六
十
、
一
疋
加
一
等
、
五
疋
徒
一
年
、
五
疋
加
一
等
、
五
十
疋
加
役

流。

(
回
〉
唐
代
後
半
か
ら
五
代
に
か
け
て
の
盗
罪
・
専
頁
法
違
反
に
劉
す
る
刑

罰
の
幾
濯
、に
つ
い
て
は
、
海
老
名
俊
樹
「
五
代
宋
初
に
お
け
る
殺
の
刑

罰
怪
系
に
就
い
て
」
〈
『
立
命
館
史
皐
』
九
、
一
九
八
八
年
〉
を
多
照
。

ハ
印
)
『
宋
刑
統
』
巻
一
九
、
賊
盗
律
、
強
盗
繕
盗
。
准
唐
建
中
三
年
三
月

二
十
四
日
教
箭
女
、
自
今
以
後
、
捉
獲
縞
盗
、
賊
満
三
匹
以
上
者
、
弁

集
衆
決
殺
。

(
山
川
)
滋
賀
「
刑
罰
の
歴
史
」
一

O
ニ
頁
。

(
臼
)
百
銭
未
満
の
銭
を
百
文
と
し
て
行
使
す
る
こ
と
を
短
悶
と
い
う
。
八

十
陪
と
は
銭
八
十
枚
を
百
文
と
す
る
こ
と
。
逆
に
銭
百
枚
を
百
文
と
す

る
こ
と
を
足
陪
と
い
う
。
宮
津
知
之
「
唐
宋
時
代
の
短
陪
と
貨
需
経
済

の
特
質
」
〈
『
史
林
』
七
一
|
二
、
一
九
八
八
年
〉
を
参
照
。

(
臼
)
『
宋
曾
要
』
刑
法
三
|
て
建
隆
二
年
二
月
二
十
五
日
。
詔
、
自
今

犯
繕
盗
賊
満
三
寅
文
、
坐
死
、
不
満
者
節
級
科
罪
、
其
銭
八
十
信
用
陪
。

先
是
、
周
庚
順
中
、
殺
、
終
盗
計
賊
絹
三
匹
以
上
者
死
、
絹
以
本
庭
上

佑
潟
定
、
不
満
者
等
第
決
断
。
至
是
、
以
絹
債
不
等
、
故
有
是
認
。

(
臼
〉
『
宋
刑
統
』
巻
一
九
、
賊
盗
律
、
強
盗
籍
盗
。
准
建
隆
三
年
二
月
十

一
回
数
節
文
、
起
今
後
犯
縞
盗
、
賊
満
五
貫
文
足
陪
、
鹿
死
。
不
満
五
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貫
文
、
決
脊
杖
二
十
、
配
役
三
年
。
不
満
三
貫
文
、
決
脊
杖
二
十
、
配

役
二
年
。
不
満
二
貫
文
、
決
脊
杖
十
八
、
配
役
一
年
。
一
貫
文
以
下
、

量
罪
科
決
。
(
中
略
)
際
配
役
人
、
並
逐
鹿
重
役
、

不
刺
面
、
満
日
疏

放
。
其
女
口
奥
羽
児
配
役
。

(
臼
)
『
長
編
』
各
一

O
、
開
質
二
年
九
月
庚
氏
。
令
、
終
盗
至
死
者
、
奏

裁
(
刑
法
志
云
、
部
迭
問
下
、
乃
明
年
事
。
今
従
寅
録
。
)。

『
長
編
』

巻

二
、
開
質
七
年
七
月
丙
辰
。
詔
、
西
川
籍
盗
至
死
合
奏
裁
者
、
並

部
迭
赴
開
。

(
白
山
)
『
長
編
』
巻
二
ハ
、
関
賓
八
年
四
月
庚
午
。
庚
州
言
、
縞
盗
賊
満
五

貫
至
死
者
、
準
詔
首
奏
裁
、
嶺
南
返
還
、
覆
按
稽
滞
、
請
不
候
報
決

之
。
上
側
然
目
、
海
隅
之
俗
、
習
性
貧
冒
、
穿
欝
娘
婿
、
乃
其
常
也
。

庚
午
、
詔
、
庚
南
民
犯
縞
盗
賊
満
五
貫
者
、
止
決
杖
鯨
面
配
役
、
十
貫

者
棄
市
。

(
目
別
)
註
(
m
m
)
を
参
照
。

(
伺
)
註
(
州
制
〉
を
参
照
。

(
的
)
『
太
宗
皇
帝一
貫
録
』
容
三
一
、
太
卒
輿
園
九
年
十
月
庚
辰
。
詔
目、

感
諸
道
州
府
、
自
今
稿
盗
五
貫
以
上
十
貫
以
下
、
並
決
杖
、
配
隷
所
在

徒
役
、
不
必
更
奏
、
十
貫
巳
上
及
凶
悪
尤
甚
篤
人
患
者
、
即
得
取
裁
。

先
是
、
橋
盗
獄
成
、
皆
取
裁
、
多
致
凝
滞
、

上
知
之
、
故
降
是
数。

(
河
)
『
文
献
遁
考
』
径
二
ハ
六
、
刑
考
、
刑
制
。
太
卒
輿
園
十
年
、
令
、

前
制
盗
満
十
賞
者
奏
裁
、
七
貫
決
杖
・
鯨
面
・
隷
本
城
、
五
貫
配
役
三

年
、
一
二
賃
二
年、

一
貫
一
年
、
他
如
奮
制
。
太
卒
輿
園
十
年
は
、
『
宋

史
』
径
一

九
九
、
刑
法
志
に
従
っ
て
「
薙
隈
二
年
」
に
改
め
る
べ
き
で

あ
る
。
な
お
『
宋
史
』
は
「
本
城
」
を
「
牢
城
」
に
作
る
が
、
従
わ
な

-u 

(
九
〉
『
長
編
』
巻
九

O
、
天
稽
元
年
八
月
庚
午
。
詔
諸
路
、
民
矯
盗
而
質

朕
小
弱
首
配
本
城
者
、
自
今
悉
配
牢
城
。
従
知
治
州
銭
惟
済
之
諾
也
。

(
花
)
永
寧
指
揮
の
名
は
、
『
宋
史
』
径
一
八
九
、
兵
士
心
、
願
兵
、
建
隆
以

来
之
制
、
歩
軍
の
項
に
見
え
る
。

(

η

)

『
宋
曾
要
』
刑
法
四
|
八
、
天
稽
元
年
八
月
五
目
。
詔
諸
路
、
震
盗

而
質
欣
小
弱
、
嘗
配
本
城
者
、
如
所
犯
情
重
、
並
配
牢
滅
。
先
是
、

(
知
)
瀦
州
銭
惟
済
言
、
準
前
詔
、
今
後
魚
盗
者
、
刺
配
本
城
、
臣
自
到

任
以
来
、
累
捉
到
穿
緒
賊
、
並
賊
満
五
貫
己
上
、
身
首
小
弱
、
準
候
並

配
本
域
氷
寧
指
揮
、
、
氷
寧
雌
本
州
有
軍
額
、
請
給
甚
厚
、
所
募
之
人
並

少
佐
任
披
常
者
、
今
震
盗
小
弱
菟
死
之
輩
、
参
於
其
中
、
深
未
允
賞
、

乞
行
傑
約
。
故
有
是
詔
。

(
九
)
『
宋
倉
要
』
刑
法
四
|
四
、
景
徳
二
年
十
月
二
十
一
日
。
詔
、
今
後

感
盗
賊
合
刺
配
牢
城
者
、
益
配
千
里
外
、
其
河
北

・
河
東
州
軍
並
配
過

賞
河
南
、
険
西
州
軍
配
澄
関
東
、
荊
湖
南
路
州
軍
配
嶺
南
、
北
路
州
軍

配
過
漢
江
、
江
南
・
雨
漸
並
配
江
北
、
川
峡
州
軍
配
出
川
界
、
庚
南
州

軍
近
嶺
者
配
嶺
北
、
不
近
嶺
者
東
西
路
交
互
移
配
、
一
隅
建
路
亦
配
庚

南

・
江
掘
削
、
其
同
火
人
、
量
遠
近
散
配
。

(
布
〉
註
(
部
)
に
引
く
威
卒
六
年
の
詔
で
、
使
用
人
が
主
人
の
財
物
を
繕
盗

し
た
場
合
、
五
貫
以
上
で
牢
城
に
刺
配
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
ま

た
、
註
(
川出)
に
引
く
天
稽
四
年
の
呂
夷
衡
の
上
言
は
、
奏
裁
の
針
象
と

な
る
場
合
と
し
て
「
縞
盗
持
佼
穿
踏
五
貫
以
上
」
と
「
強
盗
三
貫
及
持

伎
罪
不
至
死
者
」
と
を
摩
げ
る
。

(
刊
山
)
た
と
え
ば
『
篠
法
事
類
』
径
七
、
職
制
門
、
監
司
巡
歴
、
努
照
法
、

賊
盗
殺
。
諸
問
相
盗
、
得
財
杖
六
十
、
四
伯
文
杖
七
十
、
四
伯
文
加
萱

等
、
原
貫
徒
萱
年
、
武
貫
加
萱
等
、
過
徒
参
年
、
参
貫
加
萱
等
、
武
拾
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貫
配
本
州
。

(

π

)

『
候
法
事
類
』
巻
七
五
、
刑
獄
門
、
編
配
流
役
、
名
例
数
。
諸
稽
配

者
、
刺
面
。
不
指
定
軍
名
者
、
配
牢
域
。

〈
刊
叩
)
『
宋
刑
統
』
巻
一
九
、
賊
盗
律
、
強
盗
箱
盗
。
准
建
隆
三
年
十
二
月

五
日
教
節
文
、
今
後
態
強
盗
、
計
賊
銭
満
三
貫
文
足
陪
、
皆
虚
死
。
不

満
三
貫
文
、
決
脊
杖
二
十
、
配
役
三
年
。
不
満
二
貫
文
、
決
脊
杖
二

十
、
配
役
二
年
。
不
満
一
貫
文
、
決
脊
杖
二
十
、
配
役
一
年
。
(
中

略
〉
不
得
財
者
、
決
脊
杖
二
十
放
。

(
河
〉
川
村
康
「
唐
五
代
杖
殺
考
」
(
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
一
七
、

一
九
九
二
年
)
を
参
照
。

(
別
)
『
宋
刑
統
』
巻
一
九
、
賊
盗
律
、
強
盗
矯
盗
。
准
顛
徳
五
年
七
月
七

日
教
保
、
今
後
藤
持
杖
行
劫
、
不
問
有
賊
無
賊
、
並
慮
死
。
其
同
行
劫

賊
内
有
不
持
杖
者
、
亦
奥
同
罪
。
其
徐
稽
強
盗
者
、
准
律
庭
分
。
こ
の

救
僚
に
績
く
起
請
に
「
匡
等
参
詳
、
感
持
佼
行
劫
、
一
准
奮
敷
、
不
問

有
賊
無
娘
、
弁
慮
死
」
と
あ
り
、
こ
の
規
定
が
そ
の
ま
ま
宋
朝
に
承
け

縫
が
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

(
目
白
〉
『
長
編
』
巻
八
、
乾
徳
五
年
(
九
六
七
)
四
月
丙
戊
。
詔
、
比
者
強

盗
持
伎
、
雌
不
傷
入
者
、
皆
棄
市
、
自
今
雄
有
粁
修
、
但
不
傷
入
者
、

止
計
賊
以
論
其
罪
。

(
回
)
『
長
編
』
巻
四
三
、
威
卒
元
年
十
月
乙
未
。
奮
僚
、
持
佼
行
劫
、
不

計
有
賊
無
賊
、
悉
抵
死
。
(
戸
部
尚
書
張
〉
斉
賢
議
貸
不
得
財
者
。

(
中
略
〉
而
刑
名
卒
如
斉
賢
之
請
。
自
是
、
犯
盗
者
晶
腕
亦
不
増
。

(
回
〉
太
卒
輿
圏
四
年
(
九
七
九
)
に
は
、
初
犯
の
強
盗
は
「
死
を
菟
じ
て

闘
下
に
迭
る
」
こ
と
が
朝
旨
に
よ
り
命
令
さ
れ
て
い
る
。
『
長
編
』
巻

二
O
、
太
卒
輿
圏
四
年
七
月
乙
巳
。

(
倒
)
『
長
編
』
巻
二
二
、
太
卒
輿
園
六
年
十
二
月
甲
申
。
詔
、
強
盗
・
放

火
、
準
律
不
至
死
者
、
勿
復
並
妻
子
部
迭
関
下
。

(
邸
)
『
宋
曾
要
』
刑
法
四
l
三
、
威
卒
四
年
也
月
五
日
。
詔
、
一
施
建
・
庚

南
・
江
掘
削
・
荊
湖
逮
地
、
態
強
盗
及
持
伎
不
至
死
者
、
依
法
決
詑
、
刺

配
本
庭
五
百
里
外
充
軍
。
先
走
、
弁
其
家
部
途
上
京
、

多
項
於
道
途
、

特
有
是
命
。
『
長
編
』
巻
四
九
は
「
決
杖
、
懸
面
、
配
所
在
五
百
里
外

本
城
」
と
記
す
が
、
採
ら
な
い
。

(
部
)
「
持
伎
至
死
」
の
場
合
は
、
恩
赦
が
あ
れ
ば
奏
裁
の
封
象
と
な
っ

た
。
『
宋
舎
要
』
兵
一
一
1
1
五
、
景
徳
二
年
(
一

O
O五
〉
八
月
二
十

三
日
。
詔
、
亡
命
軍
人
及
効
盗
、
赦
限
内
捕
獲
、
罪
至
死
者
、
奏
裁
。

限
外
、
劫
盗
準
法
、
亡
卒
罪
至
死
者
杖
脊
・
鯨
面
・
流
沙
門
島
。
情
理

重
者
、
奏
栽
。
罪
不
至
死
者
、
不
以
赦
限
内
外
、
並
依
常
法
。
奏
裁
の

結
果
は
、
お
お
む
ね
本
城
軍
へ
の
配
軍
で
あ
っ
た
(
前
述
)

o

i

(
凹
む
註
〈
m
m
)
を
参
照
。

'

t

(
∞
∞
〉
『
長
編
』
品
位
五
四
、
威
卒
六
年
四
月
葵
酉
。
奮
制
、
士
庶
家
償
僕
有

犯
、
或
私
鯨
其
面
。
上
以
今
之
偉
使
本
傭
雇
良
民
、

葵
酉
、
詔
、
有
盗

主
財
者
、
五
貫
以
上
杖
脊
・
鯨
面
・
配
牢
減
、
十
貫
以
上
奏
裁
、
不
得

私
綜
浬
之
。

(
回
〉
『
長
編
』
巻
六

O
、
景
徳
二
年
〈
一

O
O五
)
六
月
壬
寅
。
詔
、
自

今
償
僕
盗
主
財
、
五
貫
配
本
州
牢
城
、
十
貫
配
五
百
里
外
、
三
十
貫
以

上
奏
裁
。
改
威
卒
六
年
之
制
、
慮
其
滝
繋
也
。

(
卯
)
註
(
九
)
を
参
照
。

(
引
)
『
宋
曾
要
』
刑
法
四
|
一

O
、
天
糟
四
年
十
二
月
。
知
開
封
府
呂
夷

筒
言
、
請
今
後
醸
成
人
、
縞
盗
持
杖
穿
締
五
貫
以
上
・
強
盗
満
三
貫
及

持
杭
罪
罪
(
街
字
〉
不
至
死
者
、
更
不
部
迭
赴
閥
、
只
委
逐
鹿
依
法
決
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脊
杖
二
十
、
内
身
首
強
枇
者
、
刺
配
五
百
里
外
牢
城
、
凶
悪
難
恕
者
、

刺
配
千
里
外
遠
悪
州
軍
牢
城
、
若
老
小
疾
病
久
遠
不
堪
充
軍
役
者
、
依

法
施
行
。
事
下
法
寺
、
既
而
言
沓
燦
皆
押
赴
関
、
今
請
如
夷
簡
所
奏
。

詔
可
、
の
候
断
詑
、
刺
指
揮
二
字
、
取
持
運
使
指
揮
移
配
。

(
回
)
『
燦
法
事
類
』
各
七
五
、
刑
獄
門
、
編
配
流
役
、
断
獄
令
。
諸
強
盗

貸
命
配
軍
、
於
額
上
添
刺
強
盗
字
、
の
差
賂
校
部
迭
、
絵
依
本
法
。

(
回
)
遼
悪
州
軍
と
は
、
庚
南
路
の
特
定
の
州
軍
を
い
う
。
『
係
法
事
類
』

巻
七
五
、
刑
獄
門
、
編
配
流
役
、
名
例
敷
。
諸
稽
還
悪
州
者
、
謂
南

恩

・
新
・
循
・
梅
・
高
・

雷

・
化
・
賓
・
容
・
現
州
・
首
円
安
・
昌
化
・

士
口
陽
軍
。

(
但
)
『
係
法
事
類
』
巻
七
五
、
刑
獄
門
、
編
配
流
役
、
断
獄
令
。
諸
編
配

計
地
里
者
、
以
住
家
之
所
、
諸
軍
以
往
管
之
所
、
各
不
得
過
塁
数
参
伯

里
(
参
伯
里
内
無
州
者
、
配
以
女
最
近
州
)
。

(
%
)
『
長
編
』
巻

一
一
七
、
景
崩
二
年
八
月
壬
子
。
詔
改
強
盗
法
。
不
持

佼
不
得
財
、
徒
二
年
。
得
財
震
銭
高
及
傷
入
者
、
死
。
持
伎
而
不
得

財
、
流
三
千
里
。
得
財
信
用
銭
五
千
者
、
死
。
傷
入
者
、
殊
死
。
不
持
伎

得
財
魚
銭
六
千
、
若
持
伎
界
不
至
死
者
、
の
刺
配
一
千
里
外
牢
域
。

『
宋
大
詔
令
集
』
巻
二

O
二
、
政
事
、
刑
法
、
定
強
盗
刑
詔
も
参
照
の

こ、と。

(
M
m
)

『
唐
律
疏
議
』
賊
盗
律
第
三
四
候
。
諸
強
盗
、
不
得
財
徒
二
年、

一

尺
徒
三
年
、
ニ
疋
加

一
等
、
十
疋
及
傷
入
者
絞
、
殺
人
者
斬
。
其
持
伎

者
、
雄
不
得
財
、
流
三
千
里
、
五
疋
絞
、
傷
入
者
斬
。

(
貯
)
川
村
「
折
杖
法
」
九
一
一
J
一
O
O頁。

(
鈎
)
『
宋
倉
市
宮
』
刑
法
四
二
、
難
照
四
年
十
二
月
十
三
日
。
詔
、
鹿
諸

道
檎
獲
劫
賊
、
獄
成
遇
赦
者
、
線
本
城
軍
、
の
康
給
之
。
先
是
、
江
南

輔
押
運
使
許
駿
上
言
、
劫
盗
遇
赦
得
原
選
本
郷
、
讐
告
捕
者
多
行
殺
害
、

請
以
隷
軍
故
也
。

(

m

出
)
『
唐
律
疏
議
』
賊
盗
律
第

一
八
係
。
諸
殺
人
態
死
曾
赦
菟
者
、
移
郷

千
里
外
。
『
-
諜
註
』
六
、
=
二
八
J
九
頁
を
参
照
。

(
川
〉
た
と
え
ば
、
『
宋
曾
要
』
刑
法
四
|
二
、
淳
化
元
年
(
九
九

O
)
十

一
月
十
八
日
。
詔
、
縞
盗
・
強
盗
至
徒
以
北
(
上
の
誤
り
)
弁
劫
威
、

罪
在
赦
前
、
而
少
壮
者
、
並
鯨
面
配
本
城
。
『
宋
大
詔
令
集
』
巻
一
一
一

五
、
政
事
、
恩
宥
、
遺
官
決
獄
減
降
一
等
詔
(
至
這
元
年
(
九
九
五
)

四
月
辛
丑
〉
。
其
劫
殺
、
止
訣
其
首
悪
、
品
跡
徒
様
、
悉
杖
脊
・
鯨
面
、

配
所
在
本
城
禁
鋼
。

(
川
〉
『
宋
舎
要
』
刑
法
四
|
七
、
大
中
群
符
八
年
八
月
十
九
日
。
知
密
州

孫
爽
言
、
本
州
累
有
強
劫
賊
、
結
案
遇
赦
、
或
赦
後
捉
獲
、
准
詔
配
本

城
、
接
官
吏
衆
務
、
準
例
配
本
城
者
並
配
牢
城
、
朝
廷
以
本
城
・
牢
域

分
魚
軽
重
、
今
若
一
概
慮
断
、
慮
失
詔
意
、
詩
下
法
官
参
議
。
詔
、
自

今
準
詔
刺
配
牢
(
本
の
誤
り
)
城
者
、
並
止
配
本
城
有
軍
額
指
揮
、
不

得
例
配
牢
城
。
括
弧
内
は
、
『
長
編
』
各
八
五
、
大
中
群
符
八
年
八
月

甲
申
に
擦
っ
て
訂
正
し
た
。

(
川
〉
『
宋
舎
要
』
刑
法
四
|
八
、
大
中
群
符
九
年
七
月
十
九
日
。
詔
、
強

劫
成
人
、
罪
蛍
死
以
徳
王
国
降
従
流
者
、
決
詑
、
の
隷
本
城
。
初
、
磁
州

賊
途
憲
持
杖
行
劫
、
徳
音
降
罪
菟
配
州
、
疑
刑
軽
獄
、
下
法
寺
詳
定
、

而
有
是
認
。

(
川
)
『
宋
舎
要
』
刑
法
四
|
九
、
天
繕
三
年
八
月
十
八
日
。
詔
、
謀
殺
・

故
殺

・
劫
殺
人
罪
至
死
、
用
今
月
三
日
赦
原
者
、
諸
州
並
依
強
劫
賊

例
、
配
本
城
。
情
重
不
可
申
凋
者
、
部
迭
京
師
、
自
今
用
震
定
式
。

ハ
川
〉
南
宋
の
淳
照
十
一
年
(
一
一
八
四
〉
頃
に
な
さ
れ
た
刑
部

・
大
理
寺
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の
上
奏
に
よ
れ
ば
、
蛍
時
の
配
流
刑
・
配
軍
刑
は
衣
の
よ
う
に
序
列
化

さ
れ
て
い
た
ハ
『
文
献
遁
考
』
巻
二
ハ
八
、
刑
考
及
び
宮
崎
「
法
制
」

一八

O
頁
)
。
①
永
く
放
還
せ
ざ
る
者
、
②
海
外
(
海
島
、
つ
ま
り
海

南
島
)
、
③
遠
悪
州
軍
、
@
庚
南
、
⑤
三
千
里
、
@
二
千
五
百
里
、
⑦

二
千
里
、
③
一
千
五
百
皇
、
@
一
千
皇
、
⑮
五
百
里
、
⑪
鄭
州
、
⑫
本

州
(
以
上
、
全
て
年
城
〉
、
⑬
本
州
本
城
(
以
上
、
刺
面
し
な
い
場
合

は
更
に
軽
い
刑
罰
と
な
る
〉
。

361 

〔
補
註
〕
『
大
唐
六
典
』
巻
五
、
尚
書
兵
部
、
兵
部
郎
中
(
近
衛
本
二
七

葉
)
に
「
動
獲
之
級
。
謂
軍
士
戦
功
之
等
級
。
若
牢
減
若
ハ
苦
の
誤

り
)
戟
、
等
一
等
酬
勅
三
縛
、
等
二
第
三
等
差
減
一
穂
」
と
あ
り
、
同

じ
事
を
『
新
唐
書
』
巻
四
六
、
百
官
志
、
吏
部
、
司
勅
郎
中
で
は
「
堅

城
苦
戦
、
功
第
一
者
、
三
梼
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
「
牢

城
」
の
語
が
域
差
の
防
禦
を
固
め
る
方
向
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
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LIFE EXILE 配流AND PENAL REGISTRATION

IN THE ARMIES 配軍IN EARLY SUNG CHINA

TSUJI Masahiro

　　

This paper focuses on two types of punishments on those who are

ｅ｀ｅ°ptedfrom the death penalty, that is, life exile and penal registration

in the Sung Ch血ａ.　It examines the process through which penal regis-

tration has been incorporated with the penalty system in the Sung dynasty｡

　　

In order to reduce the number of ｅχecuted criminals which has been

increasing during the Five Dynasties, the emperors in early Sung used to

reduce their punishment by one degree, when memorials were sent up to

request the emperor to fix the punishment. The convicts exempted from

the death penalty were usually sent to Shamendao 沙門島. But the capa-

city of the island was not large enough to accept ｅχilesincreasing year

by year. Besides, it caused abuses that families of the criminals must be

sent to the capital with the criminals for the judgment of the emperor.

It was penal registration that appeared to solve these problems｡

　　

Criminals ｅχenipted from the penalty had been admitted into the army

from the latter half of the Five Dynasties. As the army began to have

different functions, it turned out that more convicts were sent to the labor

battalions, the so-called provincial armies （χiangjun廂軍), and at last,

the convict units had the specialized status in provincial armies. At first.

the criminals who committed crimes punished by life exile and those of

ｍｉｎ〇「

　

offences

　

who require heavier punishment were directly admitted

into units engaged in odd jobs (loucheng牢城), without waiting for the

judgment of the emperor. Afterwards, the system of reduction of penalty

for the criminals punishable by the death penalty was reformed.　This

paper, focusing on the penalties for robbery by stealth and force, examined

how penal registration was incorporated into the penalty system of the

dynasty.
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